
第３６回原子力委員会

資 料 第 ９ 号

第３３回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２０１０年６月２２日（火）１０：００～１２：２５ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館 １０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

         近藤委員長、鈴木委員長代理、秋庭委員、大庭委員、尾本委員 

        原子力安全・保安院 

         核燃料サイクル規制課 浦野統括安全審査官 

         原子力防災課核物質防護対策室 茂木室長 

        中国電力株式会社 

         松井取締役副社長 

         古林原子力部長 

        文部科学省 

         科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室 

杉山運転管理・検査管理官 

        国土交通省 

         赤星大臣官房参事官（運輸安全防災） 

        内閣府 

         中村参事官、渕上企画官、金子参事官補佐、朝岡上席政策調査員 

 

４．議  題 

 （１）原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加工の事業の変更について（諮問）

（原子力安全・保安院） 

 （２）島根原子力発電所における点検不備について（中国電力株式会社） 

 （３）核物質防護規制に関する実施状況の報告について（原子力安全・保安院、文部科学省、

国土交通省） 

 （４）アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）「原子力発電のための基盤整備に向けた取

組に関する検討パネル」第２回会合の開催について 
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 （５）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告について 

 （６）尾本原子力委員会委員の海外出張報告について 

 （７）近藤原子力委員会委員長の海外出張報告について 

 （８）その他 

 

５．配付資料 

 （１－１）原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加工の事業の変更許可について

（諮問） 

 （１－２）原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加工の事業の変更許可申請の概

要について 

 （ ２ ）島根原子力発電所における点検不備について 

 （３－１）平成２１年度核物質防護検査の結果について 

 （３－２）平成２１年度核物質防護規定の遵守状況の検査結果について 

 （３－３）防護対象の核燃料物質輸送における防護措置の確認 

 （ ４ ）アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）「原子力発電のための基盤整備に向け

た取組に関する検討パネル」第２回会合の開催について 

 （ ５ ）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告 

 （ ６ ）尾本原子力委員会委員の海外出張報告 

 （ ７ ）近藤原子力委員会委員長の海外出張報告 

 （ ８ ）第７回原子力委員会臨時会議議事録 

 （ ９ ）第２１回原子力委員会臨時会議議事録 

 （１ ０）第２９回原子力委員会定例会議議事録 

 

６．審議事項 

（近藤委員長）おはようございます。第３３回の原子力委員会定例会議を開催させていただき

ます。 

  本日は議題が多くて、１つが、原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加工の事

業の変更について、原子力安全・保安院よりご諮問の説明をいただきます。２つが、島根原

子力発電所における点検不備について、中国電力株式会社からご説明をいただきます。３つ

が、核物質防護規制に関する実施状況の報告について、原子力安全・保安院、文部科学省、
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国土交通省からご説明をいただきます。４つが、アジア原子力フォーラム（ＦＮＣＡ）「原

子力発電のための基盤整備に向けた取組に関する検討パネル」第２回会合の開催について、

ご説明いただきます。５つが、鈴木委員の海外出張報告。６つが、尾本委員の海外出張報告。

７つが、私の海外出張報告。８つが、その他となっています。これでよろしゅうございます

か。 

  それでは、最初の議題から。 

 

（１）原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加工の事業の変更について（諮問）

（原子力安全・保安院） 

 

（中村参事官）最初の議題でございます。原子燃料工業株式会社東海事業所の核燃料物質の加

工の事業の変更についての諮問がありましたので、原子力安全・保安院核燃料サイクル規制

課の浦野統括安全審査官からご説明をいただきます。よろしくお願いいたします。 

（浦野統括安全審査官）原子力安全・保安院の浦野でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元の資料、第３３回原子力委員会資料第１－１号及び第１－２号に基づき

まして説明をさせていただきます。 

  資料第１－１号は諮問文でございますが、そちらは後ほどにさせていただきまして、まず

は概要の説明を資料第１－２号に基づきましてご説明させていただきます。 

  １ページ目をめくっていただき、見開きのところでございますけれども、申請者の概要と

いうことでございます。こちらは、諮問がございました原子燃料工業株式会社、本社は東京

都の港区にございますけれども、大阪にはＰＷＲ燃料を製造する加工事業所、それから茨城

県東海村に東海事業所、こちらは専らＢＷＲ燃料を製造する事業所ということでございます。

こちらに関して今回は変更の許可の申請があったというものでございます。 

  まず、２ページ目、変更の内容をご紹介させていただきます。Ⅱの主な変更でございます

けれども、事業者はＢＷＲ燃料の製造にあたりまして、海外再処理で回収されたウラン、こ

こでは再生濃縮ウランと称させていただきますけれども、今後国内に返還されてくるという

ことで、こういったものを積極的に使用していくということに加えまして、新たに新型ＢＷ

Ｒ燃料及びＭＯＸ燃料加工施設向け、これはＪ－ＭＯＸ、４月に答申をいただきまして５月

に許可させていただいた事業所でございますけれども、こちら向けへの燃料の製造を開始と

してございます。 
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  これに伴いまして、原子力発電所等への燃料の供給体制の柔軟性を高めるということから、

貯蔵能力を増強する必要がある。そのために、既許可の内容を変更いたしまして、既に予定

しておりました貯蔵施設のうち未着手の設備の設置をとりやめ、今回新たに加工工場の南西

側に容器保管室を増築、それから同工場内に地下式燃料集合体貯蔵庫を設置するということ

で、貯蔵能力の増強を図るということとともに、原料貯蔵室Ⅵにおきまして再生濃縮ウラン

の最大貯蔵能力の増強に係る変更を行うという内容でございます。 

  事業者におきましては、今後当該燃料の加工から発生する再生濃縮ウランで汚染された廃

棄物、以下では再生濃縮ウランで汚染された廃棄物と称しますけれども、この増加が見込ま

れますため、再生濃縮ウランで汚染された廃棄物の保管能力の増強も行うこととしてござい

ます。 

  また、貯蔵能力の増強及び再生濃縮ウランで汚染されました廃棄物の保管能力の増強に伴

いまして、敷地境界におけます一般公衆に与える線量を低減させる観点から、廃棄物倉庫Ⅱ

の北側及び東側に遮へい壁の設置、それから同倉庫内の再生濃縮ウランで汚染された廃棄物

の保管場所の変更を行うこととしてございます。 

  さらに、既許可では燃料集合体の状態でヘリウムリーク試験を行っているわけでございま

すが、今回新たにＪ－ＭＯＸ向けの燃料棒、これにつきましては燃料棒の状態で梱包・出荷

を行うということから、燃料棒単体としてヘリウムリーク試験等を行うという工程を追加す

ることとしてございます。 

  事業者は、これらの内容を盛り込んだ加工事業の変更許可申請書を提出したところでござ

います。 

  まず１番目、加工事業の既許可の一部内容のとりやめということでございますが、平成１

９年３月１２日付けで加工の事業の変更許可をした施設のうち、未着手としております入出

荷ヤードⅠのペレット輸送物保管設備、入出荷ヤードⅡの集合体輸送物保管設備及び運搬設

備、ここでは天井走行クレーン及び輸送物搬送設備の設置としてございますけれども、こう

いったものをとりやめるということにしてございます。 

  変更としましては、２、建物の増築等がございますけれども、集合体輸送物の貯蔵能力増

強のため、加工工場の南西側に容器保管室を設置します。それから、再生濃縮ウランで汚染

された廃棄物の保管廃棄能力増強のため、敷地境界における一般公衆に与える線量を低減さ

せるため、遮へい壁を設置します。それから、容器保管室を設置することによりまして、入

出荷ヤードⅠ及び入出荷ヤードⅡをあわせまして、入出荷ヤードに室名を変更するというこ
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とで、当該区域を組立施設の区分に変更するということであります。 

  ３ページをお開きください。こちらでは３．としまして、今概要を説明しましたとおりの

内容とします加工設備本体の変更の主な設備関係のものを紹介させていただいています。撤

去する設備といたしまして、表１に示してございますが、①でお示ししているとおり、梱包

設備関係、それから②としまして設置する設備・機器ということで、梱包設備、運搬設備と

いったものを行うということでございます。 

  それから、（２）貯蔵設備の変更としまして、配布資料では図２、表２ということで、後

ろのページをご紹介させていただいておりますが、ここでは１ページ目に注釈を入れさせて

いただいておりますが、企業情報ということで非公開にさせていただいてございます。この

内容につきましては、今後審査いただく中で具体的に説明させていただきたいと思っており

ますので、よろしくご理解をお願いいたします。 

  戻りまして、３ページ目でございます。（２）貯蔵施設の変更ということで、貯蔵施設の

増強のための以下の変更ということで、先ほども申し上げましたエリアの集合体貯蔵エリア

Ⅰの貯蔵棚を撤去し、地下式の集合体貯蔵庫を置くということ。それから、容器保管室にお

きますペレット輸送物保管設備、集合体輸送物保管設備を設置するなど、またこれに関連す

る運搬設備を設置するということにしているということで、表２としまして、貯蔵施設の主

要な設備の機器及び種類及び個数ということでご紹介させていただいてございます。 

  ４ページ目でございます。４．としまして、ここでは最大貯蔵能力の変更を行うというこ

とで、先ほどご説明させていただいたところ、表３におけますそれぞれの設備、機器におけ

ます貯蔵能力変更の前後ということで、設置場所とともに表にさせていただいてございます。

集合体貯蔵設備につきましては４０ｔＵから１１０ｔＵ。ここで括弧内には表の下の欄外に

注釈を入れさせていただいてございますけれども、これは再生濃縮ウランを貯蔵する場合の

最大貯蔵能力、これを内数として掲載させていただいてございます。 

  ２番目には、ペレット輸送物保管設備、それから３番目の集合体貯蔵保管設備、それぞれ

１．３ｔＵ、それから３５ｔＵとしておりましたものを、４番のペレット輸送物保管設備集

合体輸送物保管設備といたしまして、容器保管室におけます予定では２．３ｔＵ、それから

１００ｔＵということで、最終濃縮ウランにつきましては１００ｔＵということを予定する

ということでございます。 

  ５番目で原料貯蔵設備、それから原料貯蔵棚ということで、こちらにつきましては再生濃

縮ウラン量の内数としての変更がございます。 
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  それから、５．でございますけれども、廃棄物施設の個体廃棄物の最大保管能力の変更と

いうことで、廃棄物倉庫Ⅱの再生濃縮ウランで汚染された廃棄物の最大保管能力を１６０本、

これは２００リットルドラム缶換算でございますけれども、こちらから９６０本に変更する。

それから、（２）といたしまして、敷地境界における一般公衆に与える線量を低減させるた

めということで、廃棄物倉庫Ⅱの２階に保管する計画であった再生濃縮ウランで汚染された

廃棄物４８本相当分の保管場所を１階に変更するということであります。 

  それから、６．では、加工方法の変更といたしまして、Ｊ－ＭＯＸ向けに燃料棒で梱包・

出荷を行うため、燃料棒単体としてのヘリウムリーク試験という工程を追加するということ

でございます。 

  こちらにつきましては、１ページ目に戻っていただきまして、この申請につきましては、

３．でございますけれども、平成２１年６月、一部補正をそれぞれ括弧内で示したものを受

け付けてございまして、工程といたしましては５．の工期にお示しさせていただいています

ように、２２年度半ば前から始まるという工程でございます。 

  ６．工事に係る資金の額といたしましては、本工事完了資金は自己資金を用いるというこ

とを計画しているというものでございます。 

  資料第１－１号の方にお戻りください。こういった内容につきまして、諮問文の１枚目を

めくっていただきまして別紙のところでございます。１．では、本申請に係る主な変更につ

いて、加工の事業の変更許可の一部とりやめ、建物の変更、貯蔵設備の変更、廃棄施設の変

更、その他の工程の変更といったことについては既にご説明させていただいたとおりでござ

います。２．の許可基準への適合性ということですが、原子力安全・保安院といたしまして

法第１４条第１項第１号（加工の能力）につきましては、本申請は核燃料物質の加工事業の

能力を変更するものではなく、本申請のとおり許可しても、加工事業者の加工の能力が核燃

料物質の需要に対して著しく過大にはならないと認めると判断してございます。 

  同法１４条第１項第２号（経理的基礎に係る部分）、本件に必要とされる資金につきまし

ては、自己資金より充当する計画としてございまして、その確保に見通しがあるということ

から、当該事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があるものと判断してございます。 

  それでは、１枚目に戻っていただきまして、原子力委員会委員長宛てに、経済産業大臣よ

りさせていただきました諮問文でございます。 

  原子力燃料工業株式会社東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について。

原子燃料工業株式会社取締役社長岩田善輔から、平成２１年６月４日より変更許可申請があ
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ったものにつきまして、先ほどの許可の基準に照らし合わせて行政庁の判断は許可するに妥

当だと認められますので、同法１６条第３項において準用する同法第１４条第２項の規定に

基づきまして、当該基準の適用につきまして委員会の意見を求めるということで諮問をさせ

ていただくものでございます。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  ご質問ご意見ございましたらどうぞ。 

  はい、尾本委員。 

（尾本委員）審査に関する部分ではありませんが、事情を知りたいので質問です。再生濃縮ウ

ランを使用する場合に、加工施設そのものには遮へいは必要ないのでしょうか。それから、

ここで言っている再生濃縮ウランというのはあくまでも再処理で回収したウランだけであっ

て、それをさらに例えばロシアで再濃縮するとかそういうようなことを含んでいるものでは

ないということで良いのでしょうか。 

（浦野統括安全審査官）１点目の事業場内でのことにつきましては、それぞれ作業員への外部

放射線による被ばく評価を行いまして、作業従事者としての被ばく管理は十分達しえるとい

う内容のものを十分余裕を持って計画できるという内容を聞いております。その観点からは

具体的に作業従事者に対するための被ばく遮へいを設けるという内容は予定していないとい

うことでございます。 

  それから、２点目でございました再生濃縮ウランでございますけれども、こちらは各電力

会社から海外での英国及びフランスへ再処理を依頼、業務を実施して、再生されたウランを

回収したもの、これを各電力会社からの国内での加工の役務契約に基づいて持ち込まれたも

のを燃料加工するというものでございます。これはそういったものを予定するということで。

再々濃縮したウランなどについてということは今現段階では聞いてございません。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）どうして再生って言うのかな。回収濃縮ウランじゃなくて再生と言っているこ

とからは、何となく再濃縮していると思わないでもないけれども。単なる濃縮ウランを回収

したもののことなのですね。 

（浦野統括安全審査官）こちらはあくまでも海外において再処理で回収したウランということ

です。概要にもお示ししましたが、海外再処理で回収されたウランについて、再生濃縮ウラ

ンという言葉を括弧内で示した形として入れてあります。 

 7



（尾本委員）もう１つよろしいですか。従来、ＭＯＸのベースメタルは劣化ウランを使ってい

ると思うんですが、再生濃縮ウランの方が経済的にも良いという見通しがあるんでしょうか。 

（浦野統括安全審査官）回収されたウランにつきましては、ウラン２３５、核分裂をする方の

燃料でございまして、海外の再処理工場で回収されたものは濃縮度が低くなっているのでこ

れをさらに海外の濃縮工場で濃縮度を高めたものにして、これを国内で核分裂する２３５の

原料として使用しようということでございます。 

  ご質問の回答に合っていますでしょうか。 

（尾本委員）今までは劣化ウランを使っていたと思うんですが、劣化ウランよりも、ここで言

う再生濃縮ウランを使った方が経済的であるという内部の検討結果に基づいているんでしょ

うかというのが質問ですが。 

（浦野統括安全審査官）これはウラン加工事業者が、各電力さんから有効にウラン資源を活用

するという話を受けてということで。 

（近藤委員長）話がこんがらがっていませんか。まず、ＭＯＸ燃料のベースとするウランにい

わゆる低濃縮ウランを使うというのは本当ですか。本当であればその理由を教えてください。

そうでないとすれは、再生濃縮ウランは何に使うのですか、という質問に答えて頂ければ良

いわけです。 

（浦野統括安全審査官）はい。大変失礼いたしました。回収ウランにつきましては、ＢＷＲ燃

料に使うだけでございます。ＭＯＸには使わないということです。 

（近藤委員長）はい、よろしいですね。 

  もうひとつ、問題があります。これをもって加工能力を変更するものではないという評価

で良いのかということです。加工能力というのは単にキャパシティの問題なのか。いや、ハ

ンドリングできるものが増えたとき、つまりＡという原料での加工能力に加えてＢという原

料で加工できる能力もできたときは、加工能力が向上したと言えますでしょう。 

  従来一般的にここでこのことについて審査する場合の視点は、計画的遂行の観点から国内

の需要との関係で判断するということで、主として加工規模にウェイトを置いて審査してき

たことがあり、一般的には規模が増えなければ加工能力は増えないという言い方で整理して

きているので、このように言っているのだけれども、今回は、能力が質的には増えているけ

れども、量的には変わらないので、需要との関係で過大にならないという判断はそのままで

良いという言い方もあると思います。 

  よろしゅうございますか。 
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  では、お聞きしましたので、審査をいたしまして、適切なタイミングで答申をお返しする

ことにさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

  それでは、次の議題。 

 

 （２）島根原子力発電所における点検不備について（中国電力株式会社） 

 

（中村参事官）２番目の議題でございます。島根原子力発電所における点検不備につきまして、

中国電力株式会社の松井取締役副社長、それから古林原子力部長からご説明をいただきます。

よろしくお願いします 

（松井取締役副社長）中国電力の松井でございます。このたびの島根原子力発電所の点検不備

につきまして本当に多くの皆様にご迷惑ご心配をおかけして、まことに申しわけなく、心よ

りおわびを申し上げます。 

  当社は３月３０日、本件公表後、全社を挙げて島根原子力発電所の保守管理の総点検を実

施するとともに、組織、そして風土にまで踏み込んで、根本原因分析を実施いたしました。

その結果に基づきまして、再発防止対策を策定して、６月３日に最終報告書として、国、そ

して島根県松江市に提出いたしました。そして、その次の日、６月４日から立地地点である

松江市鹿島町、そしてその隣の町である島根町の全戸訪問を実施いたしました。そしてまた、

１２日には鹿島町と島根町、そして１３日と２０日には旧松江市で、社長出席のもとに住民

説明会を実施いたしました。 

  この中でいただきました意見等、私ども本当に真摯に受け止めて、これから再発防止対策

を確実に実施して、信頼回復に全社全力を挙げて取り組んでまいるつもりでございます。 

  どうぞ、引き続きのご指導よろしくお願いしたいと思います。 

  詳細につきましては古林から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

（古林原子力部長）それでは、お手元の第２号の資料でご説明させていただきます。本日ご説

明させていただきます内容、１ページ開けていただきまして５項目でございます。これまで

の経緯ですが、ただいま松井からご説明申し上げしたとおりでございまして、３月３０日に

最初の報告、６月３日に最終報告を提出をさせていただいておりまして、この間、国の立入、

あるいは県・市の立入調査等を受けております。 

  ページ変わりまして、４ページでございます。これまでの経緯にある３月３０日に最初の
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報告を出させていただいたときの経済産業大臣、原子力安全・保安院長からの報告聴取並び

に指示事項でございます。報告聴取につきましては、経緯、事実関係、それから原因の究明、

再発防止対策、さらには保守管理、定期事業者検査の実施状況の総点検。保安院長からは、

点検が適切にされていなかった箇所の点検と健全性評価についての報告を求められたもので

ございます。 

  これまでの経緯の５ページのところでございます。調査の体制としましては、最大で全社

で５００名体制で調査等を行っております。中央下に原因分析、それから再発防止対策と記

載しておりますが、これについては社外からのご意見、助言をいただいておりまして、原子

力技術協会さん等からのご助言をいただいております。 

  ページ変わりまして、点検不備の調査結果の１／６でございます。点検機器の調査、すべ

てで当社の点検計画表の策定範囲、これは７万機器、１、２号あわせましてございます。定

期事業者検査のうちの国、それからＪＮＥＳによる重要な機器の検査対象の範囲につきまし

ては、該当するものはございませんでしたけれども、調査の結果、７万機器のうち不備があ

りましたのが５１１機器、それから定事検に係る調査範囲につきましては、予定を越えて検

査が行われていなかったものが１５３機器ということの結果がわかりました。 

  ７ページでございます。どのように調査したかということでございまして、点検計画表と、

工事会社が当社に報告する工事報告書、これらを、①のところでございますけれども、点検

時期を超過していないかということで工事の実績とそれから計画書等を照らし合わせて確認

をいたしました。 

  また、定事検につきましては、②のところでございますけれども、点検計画表に従って定

時事業者検査が実施されているかどうかということを定期事業者検査の成績書で確認をいた

しました。 

  ページが変わりまして、点検計画表のイメージ図を書いております。設備、機器を入れま

して、点検をしたところにつきましては各定期検査のところで●の記載をし、点検が必要な

いところにつきましては×印、点検を予定するところについては○で計画をしております。

こういったことでございます。 

  ４／６のところで、９ページでございますが、５１１機器のうち、電動弁等が５４機器、

手動弁が２５０、その他ヒューズ、タンク、その他で２０７ということでございました。５

１１機器につきましては、点検時期を超過しておりましたけれども、安全上の影響があるも

のではないということを、点検、それから代替点検等で確認をいたしております。 
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  １０ページに入りまして、この点検不備のクラス別の数を記載いたしております。５１１

機器がトータルでございますけれども、１号機で３４９、それから２号機で１６２の機器が

点検時期を越えて使用していたというものでございます。 

  それから、１１ページ、今回の点検不備の確認の発端となりました１号機の高圧注水系の

蒸気外側隔離弁の電動機を示しております。格納容器の外側に隔離弁がございます。これを

動かすモーター、これの取り替えが今回実施をされていないのに関わらず記録が●として取

り替えが済んでいるという形であったというのが分かったというものでございます。 

  それから、次のページでございます。５１１機器のうち、５月３１日までに１１３の機器

を点検計画表に基づく点検の方法で健全性の確認をいたしておりますし、その他の残りにつ

きましては動作確認、外観検査等代替点検によりまして異常のないことを確認いたしており

ます。 

  今後、これらの機器につきましても、点検計画表に記載されている方法で点検を実施する

ということでございます。 

  それから、１３ページでございますが、平成１５年１０月に制度が変わりまして、それ以

前は点検実施基準と点検周期リストでもって管理をしておりましたが、定期事業者検査導入

後、点検計画と点検計画表に移行したというものでございます。ここでつくりました点検計

画表が十分チェックがされずに今日まで流れてきて、その結果十分な点検が行われていなか

ったというところが大きな要因として挙げられると思います。 

  再発防止対策、１４ページでございます。これまでに直接的な原因と根本原因からそれぞ

れ２１施策、６施策を策定いたしまして、７月末までには直接原因に対する対策、それから

根本原因については６月～８月について開始をしたいということで、１５ページ以降にその

内容を記載しております。 

  まず、点検計画表をきちんとしたものにしなければなりません。これで６月末までにこの

不整合の箇所を修正したいと思っております。 

  それから、点検不備に至った業務手順の改善・明確化を実施するということで、これにつ

きましては７月末までに実施をするということでございます。 

  具体的な内容を１６ページに記載しておりまして、今回報告書の実績がそのまま点検計画

表に反映されなかったということで、すなわち工事をやらなかった場合に報告をするという

ことでございました。これをとにかくすべてその内容を報告するということで、点検計画表

に事実が正確に反映できるように対応するというものでございます。 
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  １７ページに根本原因・再発防止対策をまとめております。大きく３つ挙げられておりま

して、不適合管理、それからマネジメントの問題、そして組織風土の問題ということで。報

告する文化、常に問いかける姿勢が組織として不足していたということでございます。 

  ２／８、１８ページにそれぞれの不適合管理、マネジメント、組織・風土に対する再発防

止対策として、大きく２つ挙げております。マネジメントシステムの充実と、安全文化醸成

活動の推進ということで、大きく項目としては３項目になります。 

  まず、業務運営プロセスの改善でございます。不適合管理が適切、確実に行われ、不適合

の判断が限られた箇所で決定されることがないように、このプロセスを改善するというもの

でございまして、具体的には２０ページに書いておりますとおり、不適合判定検討会という

ものを設けまして、従来ある程度スクリーニングをかけられた状態であがってきたものにつ

きまして、そういったことがないようにあらゆる不具合についてここで判定ができるように

ということで検討会を設けております。 

  それから、マネジメントシステムの充実ということで、業務運営の仕組みの強化でござい

ます。これは国の検査制度などに規制要求の状況変化に速やかに対応できなかったというこ

とで、次のページの２２ページにありますような本社に課題検討会議、それから発電所と本

社で原子力情報検討会というものを設けまして、原子力部門に関わる色々な課題について、

経営層に情報が上げられるようなそういった仕組みを構築しようということでございます。 

  それから、安全文化醸成活動の推進でございますけれども、２３ページと２４ページに記

載しております。具体的な内容は２４ページでごらんいただきたいと思います。原子力強化

プロジェクト、これは社長の直属の組織でございまして、安全文化醸成活動をここで推進を

したいと思っております。そのために原子力安全文化醸成懇談会ということで、社外の有識

者の方にも入っていただきまして、ご提言をいただきながら、経営層との間で情報のやりと

りをしたいと思っておりまして、これが発電所の上の方に関与していく。もちろんその地域

のお客様の声が反映できるような、そういった活動をしてまいりたいと思っております。 

  ２５ページでございますが、今回点検計画表を作っておったわけですけれども、これの見

直しが十分できていなかったということで、７万機器にも及ぶ点検の方法、頻度につきまし

ても継続的に見直しをしてまいりたいと思います。 

  それから、昨年度から準備をしておりました統合型の保全システム、これは紙ベースで管

理していたデータをシステムで管理をしようとするものでございまして、これによってヒュ

ーマンエラーの削減に寄与したいと考えてございます。 
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  それから、２６ページ、情報公開と書いてございます。今回の不適合に関する情報、それ

から安全文化の醸成に関する情報につきまして積極的に情報公開をしてまいりたいと考えて

おります。 

  それから、２７ページ以降にこのたびの６月３日の報告以降、６月１１日と１５日に保守

管理の不備等に関する厳重注意、それから保安規定の変更命令をいただいておりまして、そ

の内容をそれぞれ２８ページ、２９ページに書いております。これらの内容につきましては

今回の再発防止対策で実施したものを記載していただいております。こういったものを確実

に実施し、地域の信頼の回復に努めてまいりたいと考えております。 

  あわせて、現在進めております点検、未点検の機器の点検を順次進めてまいりたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、ご質問ご意見をどうぞ。 

（尾本委員）３つほど質問があります。まず第１に、ページ１６を見ますと、管理主管課と設

備主管課で分かれていますね。さらにページ１３を見ますと、点検計画と点検計画表という

ものがありますね。なぜそういうふうに分離させるのかというのがどうも理解できない。例

えば工事する人に発注するのは点検計画ですか、点検計画表ですか。それから、なぜこうい

う体制をとっているんですか。以前からこういうやり方をしているんですか。それから、今

後コンピュータ化するというんだけれども、やはりその場合でも分離が残るんですか。 

（古林原子力部長）まず、点検計画表とそれから点検計画でございます。当社の場合、平成１

６年５月の制定のときに、点検計画に基づいて機器の点検頻度について決めまして、これに

対応するために、それぞれそれ以前の点検周期リストというものを使っておったんですけれ

ども、各課でそれぞれの周期リストを持っていたので、それに対して定期安監指針におきま

してそういったものは統一すべきだというご指導をいただきまして、点検計画表を作成しま

した。これによって後ろにあったような○×、○、●といった点検計画表を定めて、点検時

期を明確にさせていただいたというものでございます。 

  それから、管理をするところと工事をするところが分かれておるということでございます

けれども、現在島根原子力発電所は補修３課ございまして、電気補修課、機械補修課、それ

からこういった全体をとりまとめる補修管理課というのがございます。点検工事を一括で整

理をするために補修管理課でこういった点検計画表を整理するというルールにしておりまし
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た関係上、工事主管課から作られました点検計画表を補修管理課で一括整理をするというシ

ステムにしておったものでございます。 

  制度の仕組みにつきましては今後整理をしてまいりますけれども、現在はきちんと報告を

するということを前提に、横串を通すという意味で補修管理課を残すということで今考えて

おります。 

（尾本委員）要するに、良く分からないのは、１３ページのところです。実際に検査をすると

きの計画は、重要度の高いものが点検計画で、そこにさらに点検周期リストに記載されてい

ない機器、右側に追加とありますが、こういったもので点検計画表にされたものと両方とが

ごっちゃになっているということですか。 

（松井取締役副社長）補足をさせていただきます。定期点検実施基準ですけれども、もともと

これが所則としてある程度保守の基本的なことを決めた形のものがございました。それだけ

では、さっきおっしゃったように、工事をしていただくところに仕様書として出せませんの

で、細かいことをまとめたものが点検周期リストということで従前はやっておりました。 

  この点検周期リストは所則ではなくて各課で持っていたものになっております。ですから、

当時は手動弁のようなものは状況を見ながら、若干緩んでくればマス締めするとか、やはり

分解して点検した方が良いと考えれば分解するような形で、点検周期リストには載っていな

いものもございます。 

  平成１５年１０月に変わりましてから定期点検実施基準はほぼそのとおりに近いんですけ

れども、点検計画ということで基本的なものとして定めました。それを実際に工事に移すた

めに点検計画表を作って採用すべきだという、これはご指摘も受けたものでございますから、

それを作ったわけでございます。そのときに、先ほど言いました手動弁なども全てここに入

れて、ある意味ではしっかり管理しようという観点から全部入れてしまったということでご

ざいます。ですから、実際の点検は点検計画表に基づいてということになります。 

（尾本委員）それは２つ目の質問に関係してくるんですが、ページ９を見ると、その他の機器

にヒューズ等とありますよね。これは一般的に点検については色々なグレーデッドアプロー

チをとって、ものによってはブレークダウンメンテナンスを行う、大抵のヒューズなんてそ

ういうものだと思うんですけれども、そういったものも点検計画表という中に放り込んでい

るんですか。なぜそんなことしなくてはいけないんですか。 

（松井取締役副社長）ヒューズにつきましては大体、確か１０年ぐらいか七、八年だったと思

うんですけれども、それに余裕を見て５年ごとに変えましょうと。これヒューズが切れると
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測定器が即ダウンしますので、ハーフプラグとかそういうことにもなりかねないことで予防

的に早めに変えようということで入れました。 

（尾本委員）３点目の質問は、最初から最後まで周期周期で、要は時間ベースのメンテナンス

をやる、あるいは検査をするというふうに統一されている。しかし、一般的にも世界の潮流

は状態ベースというふうに動いていますが、そういうのも入る余地というのが読み取れない。

今後、保全計画全体を見直しますよとおっしゃっているから、その中で考えていかれるかと

思うんですが、あまりにも頻度中心、しかもグレードの低いものまで頻度中心となっている

のが若干奇異な感じがしますが、今後どのようにされていくんですか。 

（古林原子力部長）ご指摘のとおりでございまして、それぞれ１号機、２号機で３万５，００

０の機器をすべて時間ベースで点検をしていくというのはある意味非常に合理的でない部分

もあろうと思います。それぞれ点検の状況を見て状態保全あるいはブレークダウンメンテナ

ンスに変更していくという対応をとってまいりたいと考えております。 

（松井取締役副社長）それから、状態監視保全につきましては、これから重要な課題だと思っ

ております。例えばモーターとかポンプなんか振動を測定できるような形にする必要もござ

いますし、そういうことも今後取り組んでいきたいと考えております。 

（近藤委員長）他に。秋庭委員。 

（秋庭委員）このたびのこと、再発防止対策に対して全社を挙げて取り組んでいらっしゃるこ

とは本当に高く評価したいと思います。気になるところは、やはり９ページにありますよう

に、５１１機器で点検時期の超過を確認したものの、プラントの安全に影響するものではな

いと書かれています。ところが、その次のページをみますと、クラス１のものが１号機、２

号機で５２機器もあって、一般的に人から見ると、こんな重要なものも見逃していたのに大

丈夫かという心配なところがとても大きいと思います。 

  そこで、今回の再発防止策の中で色々な会議体をおつくりになったり仕組みを考えられて

いると思うんですけれども、例えば２２ページのように、業務運営の仕組みのところにも発

電所から経営層にいくまで幾つか会議があって、心配なのはそういうところでスクリーニン

グされてなかなか伝わらないことがあるのではないかということです。ここの風通しの良い

仕組みというのもぜひ考えていただきたいと思います。 

  そのときに有効な力となるのはやはり社外からの評価というかそういうところだと思いま

すので、社外からの監査や評価ということをぜひ重要視していただきたいと思います。 

  そしてさらに、２３ページの原子力安全文化醸成活動の推進というところ、ここがやはり
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一般の方や地域の方からの一番見られるところでございまして、ここにはぜひ力を入れてい

ただきたいと思いますが。 

  ２４ページを見ますと、懇談会をつくってプロジェクトをつくりというのがあるんですけ

れども、一体これで何をなさるのか、原子力懇談会のあり方というのもやはり新しい方向性

をぜひ考えていただきたいと思います。ともすると今までの色々なトラブルがあった後は必

ずそういうものがつくられて、地域の有識者という方が何回か集まってそれで終わりという

ことになってしまいがちですので、ここを有効に使って、そしてそのご意見をもとに強化プ

ロジェクトで何をするのか、その具体的な策をやはり地元の皆様にお見せするということは

重要だと思いますので、既に戸別訪問や説明会などもお開きになっていますが、この後だけ

ではなく、継続してそういうプロジェクトの取組などが皆様地域の方に伝わっていくような

継続した取組というのをぜひお願いしたいと思っています。 

  そしてお伺いしたいことが１つだけあります。６月４日から全戸訪問なさって、また１２

日、１３日と地元で説明会を開いていらっしゃいますが、地元の皆様からのご要望、あるい

はご心配など、一番多かったものはどういうことだったでしょうか。それをお聞かせ願いた

いと思います。 

（古林原子力部長）それぞれ訪問した中で、やはりしっかりやってください、個別具体的にお

っしゃるわけではないんですけれども、やはり３６年以上のお付き合いの中で信頼しており

ましたといったことでしっかりやってくださいねといった声が非常に多かったと思います。 

（松井取締役社長）もちろん信頼しとったのに信頼できなくなったとか非常に厳しい意見もご

ざいます。私どもとしては、直接お会いしていますので割と良い方向でおっしゃっているか

もしれませんので、我々としては厳しく真摯に受け止めて対応してまいりたいと考えており

ます。 

  それと、若干補足させていただきますと、原子力強化プロジェクトというのは原子力部門

の人間ではなくて、部門外の人間をこれにあてまして、ある意味では原子力から出れば第三

者、社内ですから同じだといえば同じですけれども、少し違った目で原子力発電所の中の課

題を抽出していこうということを目標にしてございます。 

（秋庭委員）ありがとうございます。社内の違う分野からの目を大事にするということは大変

重要だと思いますが、これも当初だけはすごく声を聞くけれども、後からは部外者は何を言

っているかとならないように、そこのところが尊重できるようにぜひ継続していただきたい

と思います。 
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  そして、今まで島根原子力発電所は周りの方たち、地元の方たちにご理解をいただいてい

たと思いますが、このご理解をいただいた方たちの信頼を損ねてしまったこと、何だこんな

ことをしていたのかと信頼を損ねるというのが一番残念なことだと思います。また信頼を取

り戻すために皆様からの声をぜひ真摯に聞いていただき、そしてできるだけ皆様地元の方と

そして発電所の方たちのコミュニケーションができるような、そういう窓口を常に開いてい

るというような取組をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（古林原子力部長）従前から島根原子力本部ということで地元に密着した対応ができるように

ということで組織もつくっておりますので、そういったチャンネルを利用して、現場の技術

者にもそういった声が聞けるような活動を展開してまいりたいと考えております。 

（秋庭委員）よろしくお願いします。 

（近藤委員長）他に。よろしいですか。 

  鈴木委員。 

（鈴木委員長代理）今の尾本委員と秋庭委員のコメントの両方に関係してくるんですが、最終

的な改善に向けての再発防止の対策の中で色々なことが書かれています。一番大事なところ

として、安全文化の醸成ということがあると思うんですけれども、他の電力とか、海外の動

向とかの情報を共有して、ベストプラクティスを早く社内に入れていくというそういう動き

というのが今日のお話の中であまり見えないかなと思いました。原子力技術協会のお話も出

ましたけれども、ピアレビューを受けて、改善提案があったときにそれをどのように早く反

映させていくかというところ、ぜひ実行していただきたい。安全であることは間違いないと

思うんですが、安全文化というのはさらにベストパフォーマンスを目指していくということ

なので、ベストプラクティスを共有するということがそもそも安全文化の１つの条件だと思

うんですが、そこのところの強化策というのが見えないかなというのが１つ。 

  それから、今度は秋庭委員ご指摘のところですけれども、社会との信頼醸成のための対策

として対話とか書かれているんですけれども、いかに分かり易く安全の仕組みを打ち出して

いくか。不適合という言葉が不安を呼び起こす可能性もありますので、情報公開のときにき

ちんとカテゴリーを決めて、公開は全てすることはもちろん大事ですが、説明を加えて分か

り易く公開をしていただくというのが良いんじゃないかと。 

  それから、一方で、情報公開をしない方が良いという情報共有の仕方というものあると思

うんですけれども、アメリカのＩＮＰＯ（米国原子力発電運転協会:Institute of 

Nuclear Power Operations）なんかでは企業秘密としてなかなか外に出せないものも事業
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者の間で共有して安全に取り組むというそういう仕組みもあると思いますので、その辺も積

極的に活用していただくと。本当に大事な安全パフォーマンスを追及するのに何が大事かと

いう話と、それから社会信頼のために何が必要かということをうまく両方で対策をとってい

ただければと思います。 

  質問としては、原子力技術協会のレビューはこの件についてはどういうものがあって、ど

ういう提言があって、それに対して今回どういう対応をとられたかということをお聞きした

いと思います。 

（古林原子力部長）原技協さんのレビューを受けましたのは平成１９年１０月でして、３項目

の要考事例と１２項目の提言をいただいた経緯がございます。その後もこれにつきましては

フォローをしていただいておりまして、改善についてはきちんとなされているということで

ございます。 

  具体的には現場に密着したレビューをしていただいておりますので、例えば現場で重量物

の下に人が通過をした実績が見られたとか、それから可燃物がかなりの量が置いてあるとか、

そういったことについてのご指摘をいただいたというふうな経緯がございます。 

（鈴木委員長代理）今回のこの点検表については、レビューで引っかからなかったということ

ですか。 

（古林原子力部長）はい、具体的にはそういったところの点検はございませんでした。 

（近藤委員長）よろしいですか。 

  では、大庭委員。 

（大庭委員）今の最後の部分に関わるのかもしれないんですけれども、確認したいことがあり

ます。１５ページですけれども、直接的な原因・再発防止対策の点検計画表不備への対応と

いうところで、私が聞き漏らしたのかもしれないので、どういうことをやったのかというこ

とを確認したい。つまり、点検計画表の修正を行ったと書いてあるんですけれども、今回の

調査において判明した不適合箇所を早急に修正するというのは、点検計画表そのものを今ま

でのものと違うものにしたという意味ですか。 

（古林原子力部長）Ａ３に小さな字で７，０００ページぐらいあるんですけれども、その点検

計画表に記載をした●の実績ですね、これに過去誤りがあったということでございます。実

際には点検していないのに黒になっていたところですね、実際にはその隣の定検でやってい

るのに違う定検で実績があがっていると、そういったところについての修正です。 

（大庭委員）分かりました。となると、点検計画表そのものの修正はしていないのかという質
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問をさせていただきます。つまり、点検計画表というのが作られたときの経緯というのを

色々とお伺いしているんですけれども、非常に詳細であり、なかなか大変なものであると。

そこに修正をかける、あるいは非常に大事なポイントを押さえた合理的なものにするという

ような作業はなさったんですか。 

（松井取締役社長）これから実施してまいります。これは相当ボリュームがありますので、

軽々にできるものでもないと思っておりますので、まずは至近の定検分からしっかり直して

いこうと思っています。 

（大庭委員）となると、今鈴木委員長代理がおっしゃったように、そのときに海外であるとか

他の事業者の様々な例などを取り入れてベストプラクティスを追求するということと、それ

から社会からの信頼という意味でも納得がいくというか、合理性と納得がいくことの両方が

両立したような点検計画表をおつくりになるという理解でよろしいですか。 

（松井取締役社長）そのつもりで頑張っております。 

（大庭委員）期待しております。 

（近藤委員長）はい。では、私からもひとこと。 

  私は、規制法制小委員会の委員長として、平成１５年の制度変更を３カ月で決めた責任者

ですので、新制度が現場に相当のご負担をかけるものであるということは認識していたわけ

です。しかし、安全確保活動の透明性を確保し、変更等の説明責任を明確にすることが大切

と考えて、検査についても保安規定に取り込む一方、品質保証規定も見直し、ＰＤＣＡを取

り込んで、合理的との判断で検査の取り扱いも変えていけるようにしたのです。ですから、

現場ではトップのリーダーシップの下、相当の覚悟をもって取り組んでいただかなければな

らないと認識し、そのように声をかけて来ました。その結果、そうやっていただけたのかな

と思っていたんですけれども、なかなかそうでないところもあったということが今回分かっ

たということです。７年を経て、もうＰＤＣＡも回っているところもあるのに、当初の選択

のままで、しかもそれがいい加減に扱われていたというのは、私としても、声をかけただけ

で、細部までにはご意見を聞くことをしなかったことを反省せざるを得ないと思っていると

ころです。 

  ご説明を伺っていて、何となく気になりますのは、鈴木委員もそういう意味でおっしゃっ

たのかなと思いつつ、あるいは大庭委員のご所見もそうだと思うんですけれども、やはりこ

の制度には、取組みについて改良改善を図ることのできる仕組みを内包してあるのですが、

その作業をするためには、トップダウンできちんとした目標を定め、それを具現化していく
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ための細部にわたって論理の一貫性を確保しての設計作業、そういう非常に高度の知的な作

業が進められなければいけない。そういう意味の知的な負担を強いる手続きによって取組み

を合理化していくことができる品質マネジメントシステムを導入したのだから、そういう認

識に立ってリーダーシップを発揮し、その影が職場の隅々にまで徹底していることが必要で、

そうでないとＰＤＣＡは回らないのです。いまや原子力安全のみならず、多くの分野でそう

いうシステムに変ってきているのですから、トップはそれを知らないはずがないと思ってい

るんですけれども、今日のご説明はややそういう意味のトップの関与に欠陥があったという

ことについて、そのつもりでお書きになっているのかなと思いつつも、メッセージが読み取

りにくいなという感じを持ちました。多分、そのことが皆さんのご質問ご意見を誘発したの

かなと思います。 

そこで、この点についてはぜひ今一度ことの本質を押さえて、経営陣においてリーダーシ

ップを発揮していただきたいと考える次第です。本来当事者こそ一番詳しいわけで当然に自

覚されておられるので、我々がごちゃごちゃ言う話ではないと思いつつ、一言感想を申し上

げました。 

  それでは、本日は、ご説明ありがとうございました。 

  この議題はこれで終わります。 

 

 （３）核物質防護規制に関する実施状況の報告について（原子力安全・保安院、文部科学省、

国土交通省） 

 

（中村参事官）続きまして、３番目の議題でございます。核物質防護規制に関する実施状況の

報告ということで、原子力安全・保安院、文部科学省、国土交通省の順番で続けてご説明い

ただきたいと思います。その後、まとめましてご質疑をお願いいたします。 

  ご説明でございますけれども、原子力安全・保安院原子力防災課核物質防護対策室の茂木

室長、続きまして文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室の杉山運転管

理・検査管理官、それから最後に国土交通省大臣官房参事官（運輸安全防災）の赤星参事官

にお願いをいたします。それでは、順番によろしくお願いいたします。 

（茂木室長）原子力安全・保安院の茂木でございます。お手元の資料に基づきましてご説明を

させていただきます。資料番号は資料第３－１号になります。 

  平成２１年度核物質防護検査の結果についてということでございます。本資料は原子力安
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全・保安院が所管しております事業者に対して行ったものでございます。ご案内のとおり、

平成１７年に原子炉等規制法改正いたしまして、核物質防護対策を強化してございます。そ

の強化の中の１つの目玉といたしまして、国による核物質防護検査制度の創設というものが

できてございます。その１７年の法改正に基づきまして、平成１８年度から核物質防護検査

というものを実施してございます。検査は年１回実施しているというものでございます。 

  １．の検査の目的でございます。この検査はここにありますように、保安院が所管いたし

ます加工事業者、原子炉設置者、それから再処理事業者、廃棄物事業者、あとはその従業員

が守らなければならない核物質防護規定の遵守状況につきまして、原子炉等規正法の規定に

基づきまして確認を行うものでございます。 

  検査の概要でございますが、通常、検査はここにありますように、まず施設に立ち入りま

して、書類、設備等必要な物件の検査、それから関係者に対する質問を行いまして、規定の

遵守状況というのを確認するものでございます。 

  本年度の検査におきましては、重点検査項目といたしまして、ここにありますように出入

り管理に関する事項、それから設備装置の点検保守に関する事項、それから情報管理に関す

る事項、これを挙げまして、これらの事項を重点的に検査したというものでございます。 

  ３番目の検査実施状況でございます。１枚おめくりいただきまして、別添ということで当

省所管の施設、実用発電原子炉施設が１８施設、それから研究開発段階炉の施設が２施設、

再処理施設が２施設、加工が６施設、それから廃棄物管理事業ということで２施設、これら

あわせて３０施設につきまして検査をしております。 

  別添のところの実用炉のところでございますが、一番下のところに電源開発株式会社原子

力建設部とありますが、電源開発はまだ建設中でございますが、核物質防護秘密の取扱いが

ありますので、秘密の管理状況につきまして検査をしたというものでございます。 

  １ページ目に戻っていただきまして、４．の検査の結果でございます。今年度の検査にお

きまして、いずれの施設におきましても核物質防護規定の遵守義務違反というのが認められ

ておりません。ただ、検査をしていく中で、改善した方がよりもっと好ましくなるだろうと

いうようなことで指摘をさせていただいた事項というものが幾つかございます。ここに例を

挙げてございますが、１つは、身分確認に用いました書類が様式に記載されていない事例が

認められた。または、様式に記載されている立入理由が不明確な事例が認められたというこ

とがございました。 

  また、区域境界に設置されております扉の施錠確認でございますが、これは手で実際に触
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って確認するのではなくて目視で行っていた事例が認められたということ。 

  定期的な評価改善を行う一部の担当者につきましては、核物質防護情報を取り扱う可能性

があるにもかかわらず、その取扱者に指定されていなかった事例が認められたということが

ございましたので、こういう事例につきましては指導いたしまして、指導に従って改善され

ているということを確認してございます。 

  保安院からは以上でございます。 

（杉山運転管理・検査管理官）文部科学省の杉山です。資料第３－２号に基づきまして、平成

２１年度核物質規定の遵守状況の検査結果をご説明させていただきたいと思います。 

  文部科学省所管の対象事業所ですが、１枚めくっていただきますと、３ページから５ペー

ジまでございますとおり、一部の事業所につきましては原子炉施設と核燃料物質使用施設が

ございますが、全部で２８施設ということになってございます。 

  これらの施設に対しまして検査を行っているわけでございますが、検査の概要に書いてあ

りますとおり、まず事業所に立ち入りまして、帳簿、書類、設備、機器、その他必要な物件

の検査を行っております。 

  次に、核物質防護管理者等関係者に対し質問を行ってございます。 

  また、平成２１年度につきましては、模擬核物質防護訓練、防護設備等の性能評価試験の

実施状況、それから、脅威到達時間の評価ということを重点項目といたしまして検査行って

ございます。 

  検査の結果でございますが、核物質防護規定の遵守の観点から、問題となるような事項は

ございませんでした。 

  以上でございます。 

（赤星参事官）続きまして、国土交通省から、平成２１年度の核燃料物質輸送に係る防護措置

の確認状況についてご報告申し上げます。 

  防護対象の核燃料物質における防護措置につきましては、ＩＡＥＡによる国際的なガイド

ラインを踏まえ、関係の諸法令及び通達により対応しているところでございます。 

  まず、容器の施錠、封印等の防護措置の確認方法でございますが、こちらにつきましては

輸送事業者から輸送時の安全及び防護のために必要な措置を定めた輸送に係る計画書を出し

ていただくことになっておりまして、当該計画書の内容につきまして、防護措置が適切なも

のであることを確認いたしますとともに、輸送前に現場において実際の防護措置の確認を行

いました。 
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  次に、２番目の輸送に関する情報の管理でございます。こちらにつきましては原子炉等規

制法の規定に基づきまして、輸送事業者及び原子力事業者などに対しまして関係省庁からの

通達により管理すべき情報及び取り扱いについての周知、指導の徹底を図りますとともに、

計画書及び現場において適切な情報の管理が行われていることの確認を行っておるところで

ございます。 

  なお、１番、２番のそれぞれの詳細につきましては２ページ、３ページに具体的に実際に

確認いたします計画書の内容について添付させていただいております。また、輸送に関する

情報の管理に関する取り扱いにつきましては、関係省庁の通達を別紙２ということで５ペー

ジ以下にご参考ということで添付させていただいております。 

  続きまして、３番目の防護措置の確認の実施でございます。こちらは別紙１、４ページに

平成２１年度の実績をそれぞれの輸送モードごとにとりまとめ表をおつけしてございます。

数字につきましてはごらんのとおりでございますが、航空輸送につきましては、平成２１年

度防護対象となる物質の輸送はございませんでした。 

  なお、この４ページの表の中の内数といたしまして、１枚目にお戻りいただきますと、４

番にございますように、ＭＯＸ燃料等の輸送時の防護措置につきまして補足させていただき

ます。 

  昨年、この原子力委員会におきまして、平成２１年３月から５月にかけて８年ぶりのＭＯ

Ｘ燃料輸送が行われたというご報告をさせていただきました。その後、２ページでございま

すが、現在、昨年に続きフランスからＭＯＸ燃料の輸送を実施しているところでございます。

また、今年の１月から３月にかけまして、平成２０年の原子炉等規制法の政令の改正により

まして、新たに防護対象物質に加えられました高レベル放射性廃棄物、ガラス固化の返還輸

送が行われ、これにつきましても輸送事業者から提出された計画書の確認を行うなど、また

情報の管理を行って対応したところでございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  それでは、ご質問ご意見どうぞ。 

  鈴木委員。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。遵守義務違反はないということを確認していた

だいたんですが、保安院の報告書には幾つか注意事項のような事例が載っています。文部科

学省、国土交通省では義務違反はなかったけれども、我々が認識しておいた方が良い注意事
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例のようなものがあれば、公開されて良い範囲で結構ですので教えていただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

（杉山運転管理・検査管理官）文科省としては特にありません。 

（赤星参事官）輸送につきましても特にございませんでした。 

（鈴木委員長代理）はい、分かりました。 

（近藤委員長）他に。 

  この今回のご報告をいただく趣旨は、核物質防護規制の実施状況について委員会が把握し

ておくことが必要であるからです。核物質防護に関する制度が変わり、こういう検査の仕組

みも導入されたということもありましたので、この基本的考え方を定める責任を有する原子

力委員会としてこの規制の状況を理解するのに最も効果的な方法としては検査の結果につい

てご報告をいただくのがよろしいかということで、この数年、今回で３回目ぐらいですかね、

これでやってきたのです。しかし、検査結果だけをいただいて、それで状況が把握できたと

考えていいのかというご質問ご意見もあろうかと思っております。原子力委員会は現在原子

力防護専門部会でＩＡＥＡ等のこの防護に関する新しいルール制定の動きを受けて、我が国

としての基本的な考え方を整理している段階でありますので、そうしたことにかかわる原子

力委員会の責任としてどの程度のことを把握しているのが適切かということについては今後

とも考えていくべきなのかなと思っております。 

  もちろんこの分野においては、公開しない方が公益にかなうという性格の情報も多々あり

ますので、いかなる方法が良いか、この席だけが全てではないということについても、お考

えの上しかるべきときにご意見をちょうだいして、この報告の仕方についても改善していき

たいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  また、関係規制当局におかれましても、そういう検討の際にはご意見等をちょうだいでき

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、今日のご報告はこれまでと、この議題これまでとします。 

  どうもありがとうございました。 

 

 （４）アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣＡ）「原子力発電のための基盤整備に向けた取

組に関する検討パネル」第２回会合の開催について 

 

（中村参事官）４つ目の議題でございます。アジア原子力協力フォーラム、ＦＮＣＡの開催い
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たします「原子力発電のための基盤整備に向けた取組に関する検討パネル」の第２回会合の

開催につきまして、朝岡上席政策調査員からご説明いたします。 

（朝岡上席政策調査員）資料第４号に基づきまして、アジア原子力協力フォーラム（ＦＮＣ

Ａ）「原子力発電のための基盤整備に向けた取組に関する検討パネル」の第２回会合の開催

についてご説明いたします。 

四角の囲いの中ですが、内閣府及び原子力委員会は韓国教育科学技術部と共同で７月１日

～２日に韓国・ソウルにて「原子力発電所のための基盤整備に向けた取組に関する検討パネ

ル」第２回会合を開催いたします。 

  ＦＮＣＡとは、我が国主導でアジア地域の原子力技術の平和的で安全な利用を進めるため

の協力フォーラムであり、そのＦＮＣＡでは近年のアジアにおける原子力発電導入の動きを

受け、６年前より、地域における原子力発電の役割や原子力発電の推進に関する協力につい

て検討するパネルを開催してきております。加えて昨年からは、原子力発電向け基盤整備に

ついて検討する第３フェーズを開始し、昨年の第１回会合では、原子力発電導入初期の全般

にわたって成功や失敗事例を含む実際の経験に基づく教訓を日本、中国及び韓国から紹介し、

メンバー国の間で共有されたところです。 

  今回の第２回会合におきましては、第１回と同様に、原子力発電の新規導入を希望するＦ

ＮＣＡ参加国から導入計画策定に携わる政府機関や電力事業者を招聘し、①プロジェクトマ

ネジメント、②現地業者の育成及び調達、③核燃料サイクルと放射性廃棄物処分等の原子力

プラント導入初期段階に十分に検討しておくべき基盤整備の重点課題について、日中韓の実

経験から得られた知見を紹介しつつ、各国及び国際協力の取組にどのように生かすかについ

て議論を行います。また、国立研究機関が基盤整備において果たすべき役割についても議論

される予定でございます。 

  参加予定国は、バングラデシュ、中国、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリ

ピン、タイ、ベトナム、ＩＡＥＡの９カ国と１機関でございます。 

  ２ページにまいりまして、我が国からは尾本委員が本パネル会合の議長としてご出席いた

だきます。また、町末男ＦＮＣＡ日本コーディネーターも出席される予定です。そのほか、

電力とメーカーからもご出席をお願いし、我が国の経験から得られた知見についてご紹介い

ただく予定となってございます。 

  以下、別添の資料についてご紹介いたします。３ページ目の別添１はプログラムでござい

ます。 
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  ４ページ、５ページの別添２には、海外からの参加者の一覧が記載されてございます。 

  また、６ページから１０ページの別添３にはＦＮＣＡアジア原子力協力フォーラムの概要

が記載されております。７ページの下から８ページにこれまでの検討パネルの実施の概要に

ついて記載されてございます。 

  最後１１ページは開催場所のご案内でございます。 

  説明は以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  何かご質問ご意見ございましょうか。 

  これにつきましては、尾本委員に共同議長としてご参画いただきますので、大変ご苦労さ

まですが、よろしくお願い申し上げます。 

  なお、恐らく会議の最後には次回というか次の催しのあり方についての議論もあるのかな

と思っていますが、多分そうですよね。 

（尾本委員）あると思います。 

（近藤委員長）それについても適切に、次にお願いする国に、うまくつながるようによろしく

お願いいたします。 

  それでは、これはお伺いしたということで、この議題は終わりにいたします。ありがとう

ございました。 

  次の議題。 

 

 （５）鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張報告について 

 

（中村参事官）５番目の議題でございます。鈴木原子力委員会委員長代理の海外出張の報告に

つきまして、鈴木委員長代理からご報告があります。 

（鈴木委員長代理）それでは、報告いたします。私は６月９日～１３日、ロンドンで英国の王

立協会の主催する国際ワークショップ「核燃料サイクルにおける核拡散抵抗性の構築」とい

うのに出てまいりました。これは王立協会が３５０周年を記念に色々プロジェクトやってい

まして、イギリスの原子力政策に提言を出すということで、核燃料サイクルの核拡散抵抗性

について専門家の意見を聞くというワークショップでした。非公開で議論されましたけれど

も、最終的には議論をまとめて要旨は公開されるということです。 

  それから、資料には書いてないんですが、これと同時に世界の専門家にも質問状を送って
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意見を求めて、それをまたまとめて公開されるということです。 

  今回は大体３０人ぐらい、アメリカ、フランス、ベルギー、インド、ＩＡＥＡなどから参

加されまして、私は日本からということで話をしてきました。 

  セッションが幾つかあったんですが、核拡散抵抗性というものについての議論から始まっ

たんですが、ポイント１つ目は、原子力発電所そのもののリスクだけではリスクはそれほど

大きくないけれども、やはりリスクが高くなるのは濃縮と再処理だろうという点です。 

  それから、２番目のポイントは、技術の拡散抵抗性ということはよく言われるけれども、

技術だけで拡散抵抗性は担保されない、制度的な要素が重要なんだと、その組合せなんだと

いうことを参加者全員、そういう議論で確認されたということです。 

  実際に国際情勢のところではアメリカ、フランス、日本、インドから各国の情勢が説明さ

れたんですが、サイクルを実施している国が主に中心に、それぞれ抵抗性についての考え方

をしゃべったということです。おもしろかったのは、発表しなかった国際濃縮企業のウレン

コの参加者が積極的に発言されて、自分たちのやっている仕組みというのが抵抗性の１つの

モデルになるんじゃないか、市場をベースにした活動で、しかも政府が関与して多国間管理

を実施しているということで、かなり詳しい情報を提供されていたのが印象に残りました。 

  それから、セッション３では制度的な問題を特に主に議論したんですけれども、この中で

は、いくら良い核拡散抵抗性の技術があっても、その技術を本当に自信を持って輸出できる

かというとなかなかそれができないと、そういう実態がどうしてもあるということでした。

核拡散抵抗性の技術というものは結局持つ国、持たない国の二重基準につながってしまうん

だということで、なかなか途上国の方々の賛意が得られない。 

  それから、特に最近の、直前に開催されたＮＰＴの再検討会議の話とも関連して、ＮＰＴ

を脱退した場合、あるいは保障措置協定を破棄した場合にどう対応するかということがなか

なか国際社会で合意が得られないということで、これの対策が重要であろうということでし

た。これは核拡散抵抗性の技術の話というよりはあくまでも制度の話ということで、これに

ついて議論があったということです。 

  それから、保障措置の議論では、特に直接処分の場合の保障措置について結構議論があり

まして、これはプルトニウム鉱山になる可能性があるので、いつ頃までどうやって保障措置

をするのかという議論が現在も行われているということです。 

  それから、サイクルの保障措置はやはり大変だということですから、ここでは六ヶ所の再

処理施設の例が良いモデルとして紹介されたということです。 
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  総合的に印象を述べますと、このテーマの議論はずっと前々からやっており、色々な新し

い技術が出てくるんですけれども、やはり最終的には制度的担保が重要だということが大事

だなという話と、新しい多国間管理の話は二重基準がある限りなかなか難しいというのがや

はり今回でも議論された印象です。 

  これらがいずれ王立協会としての提言としてまとめられるということです。 

  それから、その後エネルギー・気候変動省の新しい原子力部門のＳｅｎｉｏｒさんと話を

してきました。新しい政権のもとで原子力施策がどう変わるかということを聞いてきました。

現状はまだまだ確実ではないんですが、原子力反対を表明している自民党の方が大臣で、そ

の下の原子力担当閣僚が保守党のＨｅｎｄｒｙ氏、これは原子力推進で理解が深いというこ

とで、この辺がなかなか難しい状況になっているということですが、今のところ大きな変化

はないということです。ただし、原子力発電に財政支援を一切行わないという点についての

強調がされているということで議論が色々行われているということです。 

  実際に産業界からは投資をするためには炭素価格の固定化を図ってほしいとか、排出権取

引制度では底値を設けてほしいという支援策がＥＤＦ（フランス電力公社：Électricité 

de France）からされているようなんですけれども、この辺をどう実現するかによって、原

子力の発注がイギリスで進むかどうかにかかってくるので、注目すべきだろうと思います。 

  それから最後のページ、今回聞いてきた話としては、イギリスでやっているＰｕｂｌｉｃ 

Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓというのがどういうものかということを聞いて

きたんですが、これは２０００年に政府全体で新しい国民参加プロセスについて統一した方

針を出そうということでつくられたものであるということで、そもそもは訴訟を避けるため

にできるだけ公正で瑕疵のない透明なプロセスを設計しましょうということでつくられたと

いうことでした。プロセスとして矛盾や不公正さがないように細心の注意が払われていると

いうことがポイントだということです。 

  それで、何回か見直しされているんですけれども、最新のは２００８年に発表されたもの

があって、Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓのマニュアルのようなものがありま

して、これをもらってきましたけれども、これを見て各省庁が実際につくると。 

  重要な点は、まず政府の方がかなり準備をしなければいけない。政府の仮の見解をつくっ

て、それを公表して、その際に一般の方やステークホルダーの方に質問をすると、どういう

問題点があってそれについてどういう答えを聞きたいのかということを政府でそれを出すわ

けです。それについて答えをもらうということで、その段階でかなり議論が絞られるという
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か、フレーミングという言葉を使っていましたが、問題点を絞るということで、その後の作

業を絞っていくということが大事だということだそうです。 

  それから、ステークホルダーの方々には文書で回答をお願いし、必要に応じて意見を聞く

んだけれども、いわゆる審議会方式でステークホルダーの方々がメンバーに入って合意を得

るようなプロセスにはもうなっていないので、政府で意見を聞いた上で、小人数で政府側が

政策をまとめるということになったということでした。負担はもちろん準備の段階で結構あ

るんですけれども、審議会方式もそれぞれ合意を得ていく上で非常に負担が多いだろうから、

プラスマイナス同じぐらいではないかというふうには彼らは言っていました。特定の予算が

あるわけではないということなのでどのぐらいかかっているか分からないけれども、大きく

言えば作業的にはそれほど前とは変わっていないということです。 

  それから、どうやって公正さを担保するのかという質問をしたら、まずは情報公開をされ

る可能性があるので、関連文書をきちんと整理しておくことだと、当たり前のことですけれ

どもそういうことでした。それから、独立の専門家にすべてのプロセスをレビューしてもら

うということが決められているので、最後にそのレビューをしてもらって、やはり改善提言

というのがなされますので、それに基づいて常に改善していくということで、彼らとしては

正当性が審議会方式よりも高いというふうに認識しているということでした。 

  ただ、資料には書いていませんけれども、実際にこれでも参加しないステークホルダーも

いたり、なかなかこれがベストだという正解はないので、やはり試行錯誤をやっていくしか

ないなということです。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  何かご質問ありますか。大庭委員どうぞ。 

（大庭委員）このＰｕｂｌｉｃ Ｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓですけれども、

こういう取組というのを採用して何かやるときの懸案というのはあるんでしょうか。 

（鈴木委員長代理）今も原子力政策でもやっていますし、あらゆるところで、ホワイトペーパ

ーのようなものを出すときでもＣｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓをしています。 

（大庭委員）それは、原子力もワンオブゼムでやっているという意味ですよね。 

（鈴木委員長代理）そうです。 

（近藤委員長）秋庭委員、どうぞ。 

（秋庭委員）興味深いお話を伺わせていただき、ありがとうございました。同じくＣｏｎｓｕ
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ｌｔａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓについて伺いたいのですが、３つ目の●のところでフレー

ミングということがあります。そうすると、このフレーミングをつくる作業というのは誰が

作業するのでしょうか。このフレーミングに入らない、入りたくないというステークホルダ

ーも出てくると思うので、ここのフレーミングはすごく重要だと思うんですね。 

  さらに、次の●についてなんですが、文書で回答が来たものを精査して、政府側には限ら

れた人数で意思決定するとありますが、この意思決定のときには意思決定のプロセスが公開

されたり、その透明性ということはどの程度図られているのか教えていただければありがた

いと思います。 

（鈴木委員長代理）基本的には政府がみずからこの質問を作るので、官僚と政治家が作るとい

うことですね。 

  それから２番目の、限られた人数で意思決定する場合に、意思決定した後のドキュメント

はもちろん公開されて、それでその間にどういう意見を聞いてどういう根拠でこの政策にな

ったかという情報は公開されますので、それが最後の独立の専門家がレビューをして、いや、

この政策決定では偏っているんじゃないですかとか、この人たちの意見がうまく反映されて

ないんじゃないですかという意見が出される。 

  さらに不満のある人は国家情報公開法で情報公開を請求されてくるので、そのときに情報

公開したときに、恣意的に意思決定をしたり、間違った根拠でされていると後で非難される

ということだそうです。 

（近藤委員長）私から補足すれば、こうした決め方が日本で言う政治主導なんですよ。閣僚委

員会の責任で政策を決定するのです。その場合には、市民の意見を聞かなくても良い。閣僚

ですから、市民によって選ばれた人ですからね。ただ、プロセスは大事で、例えばブレア首

相が２００４年に地球温暖化対策の観点からエネルギー白書を出して、原子力も基幹にする

ということをさりげなく書いて入れちゃうんですけれどもね。実は、以前の白書で原子力に

ついては国民の意見を聞いて段階的にやりますと言っているのです。そこで、グリンピース

から手続違反だと訴訟を起こされて負けて、もう一遍パブコメプロセスからやり直したとい

ことがありました。 

  ですから、閣僚委員会がオールマイティーということではない。手続の公正性の担保にな

っているというわけではないということは確かにあるようです。 

（大庭委員）今の点、補足ですけれども、先日、フランスとそれからスイスへ行ってきて、そ

れからその前にフィンランドも行ってきて、その前にイギリスにも行ったんですけれども、
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どこも、これは特に地方に関してなんですけれども、とくかくステークホルダーないし地元

の意見をとにかく聞いて聞いて聞くというプロセスをどこかにはどこの国も入れ込んでいる。

しかし、最終的に誰が決めるかということになると、やはりそれは政府というのが非常に圧

倒的である。つまり、途中に入れ込むことで正当性を担保して、でも最後に決めるのは国で

あるという形になっているというのが印象的で、非常にＰｕｂｌｉｃ Ｃｏｎｓｕｌｔａｔ

ｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓという名前ではないですけれども、大体ほかの国も色々な苦労をし

ながら、どうやって正当性を確保して色々な人たちを納得させてやるのかということについ

て留意しているんだなという印象を持ちました。 

（近藤委員長）この前の学術会議主催の会合でも確か、これは政治主導でないと動きようがな

いという発言があったと理解していますが、そういうことなんでしょうね。私共は、そこが

行政に丸投げになっている、以前には、それでも国会からしっかりやれと言われたのですが。 

  他に。尾本委員。 

（尾本委員）今回のお話、要は王立協会が知見を集める、提言をまとめるという両方やるとい

うことだと思うんですが。 

（鈴木委員長代理）そうです。 

（尾本委員）この分野でもイギリスはどうするのかというのを考えたときに２つ大きな話があ

ると思うんですね。１つは、イギリス自身が軍縮をどういうふうにするか。それからもう１

つは、ため込んだプルトニウムをどうするかということですが、それについては、こういっ

たワークショップの中で国際的な意見を聞きながら自身の政策をつくっていくのか、それと

も関係なく自分たちでそれはそれでやると。今の２点について、一体どういう方向に動いて

いるんですか。 

（鈴木委員長代理）濃縮はウレンコがすると。 

（尾本委員）濃縮ではなくて、軍縮について。 

（鈴木委員長代理）核軍縮ね、ごめんなさい。核軍縮の話は今回ほとんどしませんでした。そ

れは別のグループがやっていまして、それは別のプロセスでやっています。イギリスは今回

透明性を出して核弾頭数をアメリカに次いで発表したということで注目されているんです。

イギリスも色々難しい国内事情があってなかなか進んでいないんですけれども、それは別の

グループでやっています。 

  イギリスのプルトニウムの件は今回議論にならなかった。そのグループはそのグループで

またあるんですが、今回、イギリスのプルトニウム処分のワーキンググループのメンバーが
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入っていました。その方々が自分たちの意思決定のための情報として専門家の意見を聞きた

いということなので、イギリスの問題はほとんど今回議論しなかったですが、そのメンバー

が中に入っていたので、情報インプットとしては入ったと思います。 

  それから、ＤＥＣＣのＳｅｎｉｏｒさんとの議論の中で、今のご質問のドラフトについて

向こうからお話があって、間もなく公表されるということでしたが、３つのオプションにつ

いて提言が出るということなので、それについての意見交換はしてきました。ただ、まだ決

まっていないという状況で、おっしゃるとおり、イギリスの悩みは非常に大きいですね。 

（近藤委員長）昔は原子力政策でも、難しいものは、ロイヤルコミッションが非常に権威を持

って試問を受けて提言したんですよね。そういう諮問機関として、審議会としてここのコミ

ッションが非常に権威あったわけですが、いまは、もう権威がなくなってしまったのですか

ね。３５０年という歴史があるからまたリバイバルがあるかもしれないけれども、いまやそ

ういうアカデミックな議論をしている、間違っているかもしれないけれども、少し現実離れ

した議論しているのかなという感じがありますね。 

  それから、プルトニウムのマネジメントについては、「２０１０年以後」というレポート

が去年の７月に出て、それに３つのオプションが記載されていて、それをパブリックドメイ

ンに投げてある。多分それの次の段階はそれでパブリックコンサルテーションを踏まえたポ

リシーペーパーが多分今用意されるはず。今鈴木委員がおっしゃったのはそのことについて

なのかなと思いますけれどもね。 

（鈴木委員長代理）そうですね。 

（近藤委員長）それから、ウレンコが国際管理の議論を熱心に行ったということですが、それ

を聞いて、米国国務省のタウシャー次官が今年の２月に行った演説を思い出しました。彼女

は、この演説で、濃縮の多国間管理を唱える人がいるけれども、カーンによる技術漏洩を引

き合いに、ああいうシステムの情報管理はあてにならないということをかなり強く言ったの

です。だから、ウレンコの人はどこかでリターンマッチを考えているに違いない。この席で

も、そのことに思いを致してウレンコの正当性を主張したのかなと、私は直感的に思ったん

ですけれども。 

（鈴木委員長代理）アメリカの参加者からウレンコに対してかなり厳しい質問が出ていました。

もちろんカーンの闇貿易の問題が頭にあるんですね。だから、多国間管理で国際企業にした

ら技術の漏洩はどうしても防げないんじゃないかという質問を何回もしていました。それで、

それに対して、いやいや、あのケースを踏まえた上で会社を分離してブラックボックス方式
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というのをとってからは、我々も企業の中でも情報を見られなくなっているので、それはも

う大丈夫だという議論をしていました。そのブラックボックス方式による技術管理方式とい

うのをここに書きましたけれども、それの詳細を教えてあげるからということで、資料をも

らってまいりましたので、疑問のある方はぜひ。 

（近藤委員長）シンパを増やそうということですね。 

（鈴木委員長代理）はい。 

（大庭委員）普通の人でも読める資料ですか。 

（鈴木委員長代理）ええ、普通の人も読めます。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  よろしいですか。 

  それでは、次の議題。 

 

 （６）尾本原子力委員会委員の海外出張報告について 

 

（中村参事官）６番目でございます。尾本原子力委員会委員の海外出張報告につきまして、尾

本委員からご報告があります。 

（尾本委員）ｉｃａｐｐ（ International Congress on Advances in Nuclear Power 

Plants）という会合への出席ですが、これ実際はこれだけではなくて、ＡＮＳ（アメリカ

原子力学会：American Nuclear Society）の会合の中に組み込まれていて、水素とか他の

件を扱ったものもありましたので、全体を聞いてきました。大体１，４００人ぐらいが参加

してきた会合です。 

  印象に残った点を１ページ目の終わりの方に書いてあります。原子力発電の利用拡大の成

功条件、小型モジュール炉への期待の高まり、アメリカの中でのウランの利用効率向上を目

指した新しい概念の追求、ベンチャービジネスによる小型原子力開発への投資、水素セッシ

ョンには参加者がすごく少ない、食品照射をどうやって拡大するか、これは非常に参加者が

少なかったんですが、そういう論議がありました。 

  ２ページ目にまいりまして、新規建設に関しては、アメリカについては良く分かっている

ことなんですが、中国はＳＮＥＲＤＩが話をしまして、２０３０年については色々な案があ

るんだけれども、一説によれば２００～２５０ＧＷｅなんていうのもあるが、大体１５０Ｇ

Ｗｅぐらいだろうということを言っていました。 
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  それから、ナイジェリアはアフリカで原子力発電を実現させるための３つの条件というこ

とをしゃべっていまして、１つ目は政治的な安定。２つ目は、国境を越えた共同原子力発電

プロジェクト。３つ目は、ニュークリアフリーゾーン、これによる相互信頼、こういったの

がないとなかなか難しいという話をしていました。 

  小型モジュール炉につきましては、ＳＭＲというのはスモールアンドミディアムサイズリ

アクターというのが一般的ですが、アメリカではSmall Modular Reactor （ＳＭＲ）と言

っています。それからアメリカがことにＳＭＲに注目しているのは、開発途上国向けという

ことは別にしまして、国内マーケットという点では投資リスク回避のいわゆるインクリメン

タルインベストメントを可能にするところから注目と関心が高まっているということだけで

はなくて、さらにアメリカの特殊な条件といいますか国の置かれた条件もこれに関与してい

るということが明らかにされていました。 

  送電線を新規に建設することが徐々に難しくなってきているから、従来の送電線の範囲内

でＳＭＲを分散電源として設置しようとか、それから大型鍛造機器の製造能力がアメリカで

はないので、アメリカの製造業の実情にあうべく小型機器だけで発電所をつくろうとか。そ

れから、カリフォルニア州では海水冷却を禁止することになったんですが、そういった州が

将来増えるかもしれないから、空冷の小型発電所をつくろうとか。こういうアメリカの今日

置かれている状況、それから今後あり得る方向ということも考えて、小型分散電源で投資リ

スク回避といった背景が結構あるなと思いました。 

  具体的な小型炉につきましてはもう色々な公開文献でたくさん出ていますが、幾つかが紹

介されていまして、例えばＥＭ２、これはジェネラルアとミックス社ですが、使用済燃料の

被覆管を除去して粉末を取り出すか、あるいは劣化ウランを用いたブランケットをＭＯＸ燃

料からなる炉心の周辺に配置しまして、ヘリウム冷却高速炉にするんだということを言って

います。 

  それから、ｍＰｏｗｅｒ、これは３つぐらい電力会社が既に興味を示しているということ

で、ＮＲＣの審査のプライオリティが高いと言われているものですが、ワンスルー蒸気発生

器を使った一体型ＰＷＲです。 

  そのほかにＮｕＳｃａｌｅとかＳＭＡＲＴとかＨｙｐｅｒｉｏｎとかＴＷＲとか４Ｓとか

色々なものが議論されておりました。 

  それから、ファイナンスがアメリカの新規建設の一番大きな課題であるのは相変わらずな

んですが、ベンチャービジネスが投資をするんだということを発表していまして、そういう
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発表があったのはなかなか珍しいことだと思います。ベンチャービジネスもニッチマーケッ

トを探すのではなくて、今後の成長の可能性と市場規模の２つをよく調べて、原子力発電と

いうのが非常に有望な投資先だと言っています。とはいっても投資リスクを避ける観点から

小型炉に投資することを話していました。実際にＰＷＲに投資をするベンチャービジネスも

出てきているようです。 

  それから、安全規制につきましては、ラツコＮＲＣ委員長が規制のツールの使用を従来の

原子炉規制だけではなくて、他のところに広げていくこと、それから発電所周辺住民のガン

に関する疫学調査を再度行うというのを全米科学アカデミーに依頼したとの話をしました。

特に後者につきましては色々議論がありました。例えば石炭火力は多量の放射性物質を出し

ているのになぜ含まないんだと参加者から意見が出されていました。 

  それから、今度ＮＲＣ委員になりましたアポストラキスは、リスクインフォームドレギュ

レーションについて盛んに話をしていまして、その中でおもしろかったのは、いわゆるＥＣ

ＣＳ基準、１０ＣＦＲ５０．４６を変えて２つの基準を設ける、すなわち、最もありそうな

破断サイズに対応したものと、それとは別の最大サイズのものと２つで基準を異なるものに

するということを話していました。 

  それから、元ＮＲＣ委員長のデイアズは開発途上国が原子力発電を始める事について批判

的なことは前からよく知られていますが、彼の論旨は、原子力発電所建設には政権の安定と

インフラと財政的基礎が必要なのは５０年前から分かっているのに、まだこれを備えている

新興国は少ないということを話しておりました。 

  それから、ＵＡＥの規制当局は、今まで責任部署が分かれていたセキュリティ、セーフガ

ード、放射線安全を炉規制と一緒にする、これは開発途上国のレートスターターでは良くあ

ることなんですが、そういったことを説明していました。 

  それから、ＡＰＲ１４００、韓国の炉ですが、これの安全審査によっては炉心融解時のデ

ブリ冷却とか航空機落下など重要な安全問題については海外のＴＳＯに見解を求めるように

するんだということで、これは既にそういうプロセスに入っています。 

  それから、韓国は、ＥＵＲ版－ＡＰＲ１４００について説明をしましたが、色々な出席者

と話をすると、こういう二重基準を設けること自身がおかしいのではないかということを言

う人も結構いました。 

  燃料サイクルにつきましては、アレバがアメリカ向けの８００ｔの再処理工場をやったら

良いのではないかという話をしていました。ＭＩＴは幾つか色々なオプションを検討中です。
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カジミ教授と話をしますと、彼は、将来的には高速炉というのが必要であろうが、軽水炉の

使用済燃料を再処理してプルトニウムを得るというプロセスを経ると非常にお金がかかるか

ら、それをバイパスしてロシアのように濃縮ウランスターターでやらないとなかなか第四世

代炉がマーケットに入っていかないのではないかという話をしていました。彼によれば来月

半ばにＣＳＩＳからレポートとして出すと言っていました。 

  それから、原子力による水素生産はもうご存じと思いますが、全般的に水素生産自身が少

し期待が下火になっていて、時間がかかるという認識が高まっている。原子力につきまして

はＩ－Ｓプロセスがなかなか難しい。それよりもむしろ高温水蒸気分解のほうに流れが動い

ているような感じがしました。非常に少人数の会議でした。 

  第四世代炉開発の中には、色々と発表があったんですが、私は超臨界ＣＯ２によるＢｒａ

ｔｏｎサイクルの開発状況について興味を持って聞きました。まだ明確な方向性は出ていな

いようですけれども、ナトリウムとＣＯ２の反応についてどのような条件ではどんなふうに

なるということがかなり明らかになってきているということが分かりました。 

  それから、食品照射につきましては、かなりエデュケーショナルととれるセッションがあ

りまして、今までの経緯だとか、なぜこれが必要なのかとかといったことが随分話されまし

た。資料に書いてあるａからｆまでは大体そういうエデュケーショナルな感じの話です。 

  最後のページにまいりまして、日本では２－アルキルシクロブタノンの問題について色々

と議論されているので、それについてＦＤＡの担当者と、それから参加していた微生物学者

に話を聞きまして、ＦＤＡはそれは実際の照射条件のもとでは発生量は無視できる。特に脂

肪の少ない、例えばスパイスなんかへの照射では非常に量が少ない、だから実際上の問題で

はないということを言っておりました。微生物学者はこれに関係して随分色々と資料を教え

てくれました。特に２００５年に脂肪量の割と多い食品に対してルールを作ったということ、

それから、２００８年に脂肪量の少ないホウレンソウやレタスの照射を認可するときにも議

論していて、ルールの中に見解を示している、こういったものを教えてくれました。 

  彼は、アメリカや中国では食品照射は増加傾向にあって、日本のようにジャガイモの発芽

防止以外は禁止しているというのは将来非関税障壁問題を惹起しかねないと言っておりまし

た。 

  それから最後にパネルディスカッションがありまして、食品照射をいかに拡大していくか、

これは食中毒を一層防止して、保存期間を長期化すると、そういうことからどうやって拡大

していくかという議論がありまして、３つ提案がされました。 
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  １つは、早いうちからの食品安全教育。それから２つは、こういったことはむしろ非常に

時間がかかるから、それよりむしろだれが何を求めているかに注目して、つまり消費者は安

全を求める、小売業者はｓｈｅｌｆ－ｌｉｆｅの長いことを求める、その両者を満足させる

ビジネスモデルを立てて、どの段階でどの業者と組んで食品照射を進めるか検討するのが重

要ということを話しておりました。それから、３番目に、ＡＮＳが色々なワークショップを

開催して啓発にあたると、こういった案が出されておりました。 

  こういった知見に基づいて、以下幾つか今後原子力委員会の中でも議論をしていくことが

有用ではないかと思うものを、資料に４点ほど列記しております。 

  以上です。 

（近藤委員長）ありがとうございました。 

  ご質問どうぞ。鈴木委員。 

（鈴木委員長代理）小型モジュール炉についてですけれども、２ページの終わりにペーパー原

子炉にしないために色々書いてある、材料開発なんかも真剣に取り組む必要があると書いて

ある。これは尾本委員の意見かと思いますが、具体的に何かペーパーリアクター以上のもの

になりそうな動き、例えばさっきおっしゃったベンチャーが投資しているとか、政府が研究

開発予算をつけたとか、そういう話はありましたでしょうか。 

（尾本委員）はい、政府は確か８０ミリオンダラーぐらいですかね、出すと決めていますし、

それから、ここに書いてある中ではmPowerとかNuScaleは他に比べて比較的進んだ段階であ

る。それは軽水炉を利用していて、比較的全く新しい、例えばナトリウム冷却だとか、ある

いはＴＷＲのように新しい概念というものと、身近にあるというところから市場に、マーケ

ットに出かけていくまでの時間は相対的に短いだろうと思います。 

（鈴木委員長代理）そうすると、アメリカの電力会社の中にも興味を持っている人が出てきた

と言えると。 

（尾本委員）はい、そのとおりです。特にＢ＆ＷのmPowerは３つの電力会社から支持を得て

います。 

（近藤委員長）他に。秋庭委員。 

（秋庭委員）最後の食品照射のところでお伺いさせていただきます。日本でも２－アルキルシ

クロブタノンについて問題にされているところなんですが、これについてＦＤＡの担当者は

無視できると述べていると伺いましたが、何か公的な文書として既に発行されているのかど

うかということについて。 
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  もう１つは、これの終わりの方に日本の規制が将来非関税障壁問題を起こしかねないとい

う発言があったとのことなんですが、既にどこかで非関税障壁問題として取り上げられてい

るというようなことをご存じでしたら教えていただければありがたいです。 

（尾本委員）まず前者ですが、ＦＤＡから出ているフェデラルレジスターで個別に認可をして

いくときにその根拠はこうだと、特定物質についてこういう検討をしてこうだこうだと、そ

れにあたってはこういう実験結果をレビューしたんだということ、特にアルキルシクロブタ

ノンについては膨大なレポートがあると言っておりました。 

  それから、後者の非関税障壁については、具体的な事例については私も知りませんし、彼

も言っておりませんでした。 

輸入については確か国際的な委員会でルールがあって、適切な根拠によらずに差別をした

場合にはその根拠の前提といいますか、輸入禁止をしている場合にはそれについての合理的

な根拠を説明しなければいけないということを勧告しています。これは確かＷＴＯのレポー

トの中にそういうことが書いてあります。そういうものはどうやってその問題を惹起すれば

良いかということについては一応ルールが既にあるということです。 

（秋庭委員）ありがとうございました。 

（近藤委員長）今の話、これは食料問題ですから、非関税障壁がどうこうといっても、我が国

では自給率確保の大号令にはかなわないのですよ。日本の米を見ればわかるように。厄介な

問題があって、そこに逃げ込まれてしまうからね。 

（大庭委員）厄介ですけれども、ＷＴＯでは確かに自由貿易をしなければいけないという大原

則がある。だけれどもということで色々なものがとことこついているんですよね。 

  ただ、私も秋庭先生と同じで、実際の事例が本当にあるのかどうかというのは気になりま

す。 

（近藤委員長）ほとんどは問題指摘がされないんですよ。誰もアメリカのキャベツ買おうとし

ないから、輸入しようとしない。だって、日本人はいまや工場でつくった野菜を食べる国民、

これなんかアメリカ人からみたら信じがたいことでしょう。 

（尾本委員）そうはいっても、中国は相対的に照射食品の割合が高いんですよね。どんどん増

えているようです。どんどん増えているようです。ですから、将来的には中国がそういった

ことを問題にする可能性がなきにしもあらずとは思います。 

（近藤委員長）問題にするでしょう。例えばニンニクがそうなんですけれども、中国から入れ

るニンニクはみんな照射している。でも、青森はニンニクの産地で照射していないニンニク
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を売る。すると中国のニンニクが入れないということになる。これが問題になったことがあ

りましたが、これには国内にステークホルダーがいませんからね。 

  我々としては、公正な国際ルールを守るべきじゃないかということをきちんと言う必要が

ある、これについては原子力委員会のレポートにも言及はして、厚労省にその問題提起はし

てあるんです。けれども野菜、食物は大体は食の安心問題や食料自給率で大体逃げられます

よね。 

  はい、他に。 

では、どうもありがとうございました。 

 

 （７）近藤原子力委員会委員長の海外出張報告について 

 

（中村参事官）７つ目の議題でございます。近藤原子力委員会委員長の海外出張報告につきま

して、近藤委員長からご報告があります。 

（近藤委員長）私は先週木曜日夕方出まして、アジア太平洋原子力フォーラムというＵＣＢの

原子力工学科がこの数年開催してきているフォーラムの第４回目に当たるものに出席し、日

曜日の夜帰ってきたということで、実質は滞在２日間でした。 

  今回のフォーラムのテーマは、中小型炉、ベネフィットアンドチャレンジというテーマで、

先ほど尾本委員からご紹介のあったＡＮＳ、ｉｃａｐｐの後にこちらに寄るという専門家が

多かったようです。中小型炉だけで２日間議論をしました。私は１日しか参加しなかったの

で、その範囲で要点をまとめてみましたのが、お手元の紙にあるところです。 

１つは、中小型炉というのは３種類ぐらいに分類されるかなと。カテゴリー１というのは、

ほぼ軽水炉で使われているいわば既存技術の組合せで、安全性説明のための新たな研究開発

を要しないもの。２つが、未踏領域の技術は使ってないけれども、概念が新しいということ

で、これまでに安全審査を受けたことのない炉型であるため実証試験がいるかなと。１０年

ぐらいのうちには何とかなるかなという感じのもの。それから３つが、未踏領域にある技術

を採用しているので、逆に１０年－１５年以内には建設に着手されるとは思えないものとい

うことに分類されるのかなというのが大体のコンセンサス。 

  それで、アメリカの議会では昨年来この中小型炉に関する関心が高まっている。この理由

については、先ほど尾本委員がおっしゃったとおりですが、やはり中小型火力のリプレース

にこれを使えないかという関心が最も高いので、したがって必然的にカテゴリー１はそうい
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うことを意図して設計され、火力と同じように３年程度で建設できるという設計が多い。 

  ３にいきますが、エネルギー省はそういう議会の圧力もあり、従来はＮＧＮＰ２０１０と

いうことで大型軽水炉、高温ガス炉の建設を支援するということであったわけですが、それ

についてはローンギャランティの制度が進みつつあるということで、ＳＭ炉に対するサポー

トをどうするかということが現在議論されているということでした。ビジネスモデルがしっ

かりとしている建設計画の１つか２つについて安全審査を通す作業を支援することあるべし

かというようなことが言われている。国際社会の目からしますと、これは米国固有の特殊問

題かと思いつつも気になるわけで、それぞれ勉強はしているというところと思いました。 

  それから、安全審査に関して、大型炉の安全の基準を小型炉に適用するのはいかがかとい

うことについて、ＮＲＣは頭が固いというような議論がしばしばなされるんですけれども、

これは私も長く色々議論してきた立場にあるので整理をすると、現状、立地に際しての離隔

距離が事実上出力依存になっているとすると、残りのメジャーは事故の発生確率を低くする

機能を有するところ、つまり、大規模な放射性物質の放出確率を下げるというための手段と

整理できるところ、それは原子炉の出力に関係なく適用されるべきではないか、小型だから

とって敷地境界の人のリスクが変っていいということにはならないのかなと思います。 

  それから、モジュラーというのには、意味が分からないところがある。確かに１ユニット

の建設期間は短いけれども例えば１０ユニットぐらいになるとどうなのかなと。 

  それから、その１０ユニットを１つの運転チームで制御するというモジュラーの運転方式

の提案、エンパワーの連中はそういうシミュレーターをつくって運転訓練するんだとか言っ

ていましたけれども、その制御室はいつできてと考えると、全く未踏の領域。１０個のユニ

ットからなるプラントを１つの運転クルーが制御する、それぞれのユニットの運転状態が違

うというところで果たしてマネジャブルなのかという非常に新しい問題がある、これには私

も賛同する立場でありました。 

  それから、最後、未踏の領域にある技術を用いて燃料サイクル上の特徴とか、高温熱の供

給ということを追及するのは、結局のところ第四世代の原子炉の分類されるわけで、そうす

るとこのカテゴリーの原子炉としての従来既に言われている様々な提案との優位性の相対比

較においてそれに対するリソース、アロケーションが決まってくると思いますが、その場合

には、結局のところ、その炉を用いたビジネスモデルの普遍性というか、あるいは逆に裏返

すと、ポテンシャルマーケットの大きさというのが公的資金の投入の大きさを決めるという

ことになる。 
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  そういう意味で考えると、研究開発コストの議論がやや弱い。極端な高い燃焼度を追求す

る提案というのは一体どうやって試験をするのかと。３０年の寿命の原子炉をつくるために

３０年の照射実験データをとらなければならなくなってしまう。核融合の連中はそこで苦労

して、加速器でもって重照射をして、材料開発を加速するというようなことを考えてやって

きているわけです。そのようなプロポーザルも含めて、第四世代の原子炉としての優劣の比

較の場に参加するべきではないかなという感じを持ちました。 

  それから、Ｖｕｊｉｃ教授と少し大学の状況について議論しましたけれども、カリフォル

ニア大学、ご承知のとおり、電力自由化に端を発して、州の財政が今危機的状況にあって、

大学に対する州予算が大幅に縮減されて、授業料の値上げ、相当な規模の値上げですが、あ

るいは人員削減、カリフォルニア大学全体で２，０００人ぐらい１，０００人ずつ年間減ら

していくというようなことになっているということで、直近の課題としては退職する教員の

補充ができなくなっているということがある。 

  カリフォルニア大学は世界的な大学でありながら、低所得層の学生の多いことが特徴であ

るということであったわけです。ですから授業料の値上げは大変きつくて、久しぶりに学生

が抗議のための立てこもりをしたと。それで、久しぶりに警察官もそれに排除にあたったん

だけれども、昔を忘れてしまったらしくて、学生を殴ってしまって、１５０人ぐらい捕まえ

たらしいんですけれども、なかなか久しぶりの紛争で大変なようです。大学当局としては、

何としても奨学金を充実して学生の多様性を確保するべく努力しているところということで

ございました。 

  原子力工学科に限って言うと、非常に志望学生が増えて、質の良い学生を確保していると

いうことでした。また、研究面でもエネルギー省のプロジェクト、それからＮＮＳＡ（国家

核安全保障局：National Nuclear Security Administration）のセキュリティ絡みの量

子ビームを用いたプロジェクト等ももらって、研究は非常にアクティブに進んでいるという

ことでした。 

  それから３つ目として、国立研究所との連携を強化するということで、ＢＮＲＣというバ

ークレーニュークリアリサーチセンターというのを大学に設置したということ。これは周辺

の国立研究所と非常に密にネットワーキングして、効果的に使っている。この辺は日本のＪ

ＡＥＡも色々な大学とリンクをしていますが、サブスタンスの方でコンパラブルなものにな

っているかどうかチェックしてみる必要があるのかなと思いました。 

  それから、もう１つは、ＬＬＮＬのＮＩＦのユーザーオフィスディレクタのキーンと話を
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したということがあります。これはＮＩＦで非常に順調に試験が進んでいて、１９２本ビー

ムのホォルラム照射に成功したというところで、今はトリチウムガス入りでやっているんで

すけれども、これを重水素も入れてやればまず間違いなく自己点火にいくということ、この

秋にはできるかなというそういうところまできたということです。大変たくさんの大学が測

定器を持ち込んでこれに貢献しているようです。いずれにしても磁場閉じ込めの方の世界で

はＩＴＥＲが自己点火は２０２０年代を超えてからということに計画されているわけですか

ら、この秋にレーザー核融合のほうで自己点火条件が達成された場合には、この核融合分野

の研究開発の進め方について議論が起きること必定と考えるべきかと。 

  このＮＩＦ自体はあと２年ぐらい測定試験をやった後、２０１２年秋から定常利用モード

に移して２つのことをやりたい。１つは、いうまでもなくレーザー核融合のエネルギーの実

用化を目指す研究で。最大の壁は、レーザーのショット数の繰り返し数を上げることですけ

れども、これ半導体レーザーでいけるということが大体分かってきたということで、彼らは

非常にアグレッシブなプロジェクトを考えているようです。 

  ＤＯＥの長官チューは、自己点火を待たず何を出すべきかを検討するべき時期がきたとい

うことで、クーニン次官に対して準備の開始を指令して、その一環として全米科学アカデミ

ーにこの研究開発の進め方について諮問をしたという状況にあるということで、ローレンス

の連中は大阪大学の連中がこの分野で非常に意欲的な研究をしているし、また半導体レーザ

ーとかそのほかのものについては日本の企業の産業界の技術が非常にすばらしいので、彼ら

とぜひ共同したいということを言っていました。 

  それからもう１つのプロジェクトは、ＮＩＦの提供する短時間で非常に高い圧力、太陽の

中心圧力を超える高圧力、それから高エネルギー状態を使って、星の成り立ちの研究に活用

するという、宇宙天体物理学の分野の研究装置として非常にチャーミングであるということ

で、木星の中心部の理解とか、超新星爆発で我々原子番号が高いものができると言っている

んですけれども、実際には単純に考えるとできるわけがないんですけれども、できている。

これは不安定性によるということになっているんですけれども、そのことについてのスーパ

ーノバ、超新星爆発の不安定性の問題等の研究とか、様々な宇宙物理学の最先端の課題の実

験的研究の場を提供できるということで、これについては各国から研究希望を寄せられて、

これは審査する国際のレビュー委員会も設置されて、日本からも非常にチャーミングなテー

マが出てきているということを言っていました。 

  そういうことで、日本としてはこうした研究環境を核軍縮の時代にあって平和の配当の１
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つとして世界の研究者に提供していただくことは、世界に対する米国のサービスと高く評価

したいと考えるところ、しかしなかなかこの装置の持つ過去の歴史からして、色々議論をさ

れる方がいらっしゃるので、国内においてその趣旨・魅力が理解されるようなワークショッ

プを開催することを文部科学省や関係学会に提案してみたいということを申し上げてきまし

た。 

  それから最後が、バークレーラボのジェネラルサイエンスのアソーシエートラボディレク

ターであるシーグリスト氏とバドニッツ主任研究員、これは古い友人なんですけれども、リ

スク分析の第一人者です。彼らと面談しました。何でシーグリストが会いたかったかという

と、ローセンスバークレーラボと日本の関係はサイエンスの分野では非常に関係が深いわけ

ですが、どうも工学の分野では薄いということに気がついたので、自分はその分野を担当と

して何か方法がないか考えているんだということでした。私はたまたま前回訪問したときに

地震工学の分野での日米協力についての提案をしたところがありましたので、ぜひそれ以外

の分野についても考えられないかということでしたので、これについてはその他大学等にそ

ういう希望があるということを伝えましょうということを申し上げておきました。 

  それから最後はバドニッツ氏を交えて、原子力に関係ないんですけれども、たまたま彼は

リスク分析の第一人者なので、例のＢＰの原油流出事故をどう考えるかについて意見交換し

ました。要点をまとめると、１つは、どうもやはり石油業界というのは経営がリスク管理を

必ずしも十分に重視しているとは言えないということが根本原因としてあるんじゃないかな

と。あまり報道されていませんけれども、あそこで今ＢＰが海底まで伸ばしている配管が本

当に適切な配管であったかという、深海の石油掘削に適した配管でなかったのではないかと

いうこと。 

それから、セーフティメジャーとしてはブローアウトプリベンター、ＢＯＰという装置が

あるんですけれども、これは２週間に一遍ぐらい点検しなければならないというそういうも

のなんですけれども、どうもこれが結局働いていないわけでして、その事故の１週間前にも

点検したという報告があるんですけれども、結局は意味がなかったとすればどうなんだとい

うこと。 

  それからもう１つは、政府も沖合海底油田の掘削についてのリスク管理基準の整備とか安

全文化の醸成についての努力、これは内務省が所管なわけですけれども、十分ではなかった

のではないかということを責められることになるんじゃないかと。特に深海作業用の道具の

開発資金が用意されたんですけれども、安全の分野よりは井戸の掘り方のほうに使われてし
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まったということなので、後で非難されるんじゃないかなとか。 

  それから、一般的に学会では１，０００ｍを超えた海底は大変だという認識はあったんだ

けれども、どうもそういう認識が議会にまで伝わってないということであったとすれば、議

会の監査機能にも問題なしとしないと、そういう整理もなされるかもしれないということで

した。今後様々な格好で訴訟やら何やらが行われる中で、論点としてはこういうことがあが

っていくのかなという認識でした。 

  以上です。 

  何か質問ありますか。尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）４ページの上の方にバークレーでＢＮＲＣを設立したとあるんですが、中を見る

とロスアラモスやローネスリバムアも含んでいて、研究施設という点からするとナショナル

ラボのほうが圧倒的に大きいだろうと思うのにバークレーが中心になれるという、この条件

は何でしょうか。 

（近藤委員長）それはいつも学生さんですよ。すばらしい学生さんがいるということですね。

それから、研究自体も大学に頼むのが安くあがると良く言われますよね。 

（大庭委員）あとは、大学の方がつぶれる可能性が無いということじゃないんですか。 

（近藤委員長）そういうこともあるかもしれませんけれども、研究所を調べてみると、若い人

に対するケアというか、将来研究所で働いてもらえる人を養成するという観点から、そうい

う私利私欲的と言えばそうかもしれないけれども、やはり若い人の教育に対して研究所も貢

献をすべきだということで、奨学金を用意したり、夏の学生の実習を受け入れたりというこ

とを常にやっている。だから、むしろこういう格好で整理できたら、彼らにとってはマネジ

メント１つとっても楽になるということもあるのかもしれません。 

  このプログラムのディレクター、マケランというのはバークレーラボのほうのプログラム

ディレクターなんですよね。彼らが実際に仕事をして、そういうセンターの運営にサービス

してくれている。ですから、大学にとっては非常に快適な環境でお付き合いできるというこ

とだと思います。 

  日本でもこういう方向は、今は、東大とＪＡＥＡの関係とか、幾つかの大学とＪＡＥＡの

関係でできていますので、そういう意味で今後もう少し整理して、強化していっていいのか

と思うんですけれども。ベンチマークというかモデルというか、比較してみたら良いと思い

ますよね、運営等についても。ＪＡＥＡとしてこういうふうにした方が良いんじゃないかと

いう提案もできるのかなと思いますね。 
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  実はアメリカだけではなくて、ヨーロッパはもともとそういうところがあります。ヨーロ

ッパでも、イギリスでもたしかケンブリッジとかそれぞれが国立研究所と、あるいはＮＤＡ

と一緒に仕事しています。 

  ですから、そういう意味でうちの人材のレポートはもうできつつあるんだけれども、そこ

に１行でも差し込んで、こういうことについてはもう少し一所懸命勉強して強化して良いの

ではないかと書いても良いのかもしれないと思っています。 

  ほかに。大庭委員。 

（大庭委員）３ページのところ、未踏の領域にある技術を用いることによるとあります。この

ところなんですけれども、そういう色々な技術を開発するというのはそれは良いですけれど

も、このときに財源の話というのは出ましたか。 

（近藤委員長）いや、ですから、そのことを申し上げたつもりです。ペーパーリアクターのう

ちは良いけれども、国の金をちょうだいと言い出した途端に、ある種の整理がなされてその

カテゴリーに入る様々なプロジェクトの比較が行われる。そのときに小型炉だからというだ

けでは話にならん。未踏領域の技術と言うことになると第４世代の原子炉に分類されて、そ

こにあるいろいろな提案と競争して分配を受けると言うことになるでしょうと申し上げたつ

もりです。他方、ベンチャーからお金もらいますというのは、ここでもベンチャーの企業の

方が来られて説明しましたけれども、およそ１０年で太らせて利益を戻すというのが原則で

あるところ、１０年で回収できるようなプロジェクトは１つもないと。よって、先ほど尾本

委員が心配を感じられると書いたところにあるように、実際はどこまで生き残るかというこ

とはただただ良く分からないところです。 

これはアメリカの特徴なんですね。わいわいがやがややるのは大好きな人たちだから、そ

れはそれでいいんだと思うんですけれども。ただ、それが日本に輸入されてくると、あたか

もリアリティがあるものと思って、日本の中の議論が混乱する、私どもにとってはそれが困

る。 

  答えにならない答えですが、よろしいですか。 

（大庭委員）やはりアメリカの研究開発状況と日本とでは随分違うんだなという印象です。 

（鈴木委員長代理）私は、レーザー核融合の自己点火に至ることはほぼ確実になったというの

が本当だとすると、核融合の研究開発を確かに議論が起きるだろうということだろうなと思

うんですが、ヨーロッパが最近ＩＴＥＲに対してお金を出すのを渋っているというニュース

が出ていましたけれども、こういう動きと関連はしているんでしょうか。 
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（近藤委員長）ヨーロッパの中にもレーザーやっている人というのはいるので、それは従来か

らそういう中で対立というか、２つのグループがいるということは変わってないわけです。

現在起こっているお金の問題はまさしくリーマンショック以後の、あるいはギリシャショッ

ク以後のヨーロッパの国家財政の問題に深く関係すると考えています。それがもっぱらの理

由と考えた方が多分正しいと思います。 

（大庭委員）その辺に関してこの前インタビューで聞いてきたことがあって、やはりそれもあ

るんだけれども、本人たちにも言っていたことなんですが、今までのいわば進め方というか

ＩＴＥＲの開発の仕方や進め方についても、やはりそこでかなりな予算というのは前よりも

のすごく膨らんでしまっているので、必ずしもリーマンショックがなくてもこの進め方で予

算が広がっているというか膨らんでいることについての批判もあるそうです。 

  ここでやはり、お金の話ばっかりで申しわけないんですけれども、このレーザーを使った

ものというのはＩＴＥＲでやるものよりもやはりコストは安く上がるんですか。 

（近藤委員長）これからです。彼らは当事者はもちろんそう言って。特に、レーザー装置とそ

れからエネルギー発生部分が分離できているのでいいんだというんですけれども、そこは私

どもの実は大学でもレーザー核融合炉の設計もやってきましたから両方知っているつもりな

んですけれども、その観点からすると、決して容易ではないと思っている。当事者は非常に

あっけらかんとして幸せそうに言っています。２０２０年にプロトタイプのエネルギー発生

装置ができると言っているんですけれども、そこはこれからの議論で、まだ予断を持たない

方が良いのかなと思っています。ただ、そういう可能性があるということが言われ出すと、

どうしようかという議論をしなくてはならなくなることは明らかですね。 

  それでは、大分時間が過ぎましたので、今日はこのぐらいにしたいと思います。 

 

 （８）その他 

 

（近藤委員長）その他議題ですが、何かありますか。 

（中村参事官）事務局からは特段準備ございません。 

（近藤委員長）先生方からはいかがですか。よろしいですか。 

  それでは、次回予定を伺って終わります。 

（中村参事官）次回、第３４回の原子力委員会定例会議でございますが、開催日時は来週６月

２９日火曜日で、通常どおり１０時半からを予定してございます。場所はこの場所、１０１
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５会議室を予定してございます。 

  以上です。 

（近藤委員長）それでは、終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

―了― 

 


